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● 車 ／ 京葉道路 穴川インターより１分
●電 車 ／ ＪＲ稲毛駅（東口）にて

１番のりば「（稲０１）草野車庫行き」「（稲０２）こてはし団地行き」
「（稲０６）いきいきプラザ行き」
２番のりば「（稲３１）山王町行き」「（稲３２）千葉センター行き」
「（稲３３）ザ・クイーンズガーデン稲毛行き」
のいずれかのバスに乗り、穴川駅で下車、徒歩３分

●モノレール ／ ＪＲ千葉駅にて千葉都市モノレールに乗り換え穴川駅で下車、徒歩３分

出張所アクセスMAP
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柏維持修繕出張所
〒２７７－０８５３千葉県柏市吉野沢３－９
ＴＥＬ：０４－７１４３－４２３０

● 車 ／ 常磐自動車道 柏インターより３０分
●電 車／ ＪＲ常磐線 柏駅より徒歩２０分、

ＪＲ常磐線 南柏駅より徒歩２０分

船橋出張所
〒２７３－０００２千葉県船橋市東船橋５－２－１
ＴＥＬ：０４７－４２４－５６９９
 

● 車 ／ 京葉道路 花輪インターより５分
●電 車／ ＪＲ総武線 東船橋駅より徒歩１０分

千葉出張所
〒２６０－０００１ 千葉県千葉市中央区都町５－３７－１０
ＴＥＬ：０４３－２３３－０４５６

● 車 ／ 京葉道路 貝塚インターより５分、
松ヶ丘インターより７分

●電 車／ ＪＲ千葉駅（東口）にて
「鶴沢町経由・御成台車庫行き」
「都町中通り線千０６（御成台車庫行き）」
のバスに乗り、天神橋坂上で下車、徒歩３分

酒々井出張所
〒２８５－０９０５ 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋１１５５
ＴＥＬ：０４３－４９６－５１７１

● 車 ／ 東関東自動車道 酒々井インターより８分
●電 車／ ＪＲ成田線 酒々井駅より徒歩８分、

京成電鉄 京成酒々井駅より徒歩９分

木更津出張所
〒２９２－０８３４千葉県木更津市潮見３－１７
ＴＥＬ：０４３８－２２－４５４３

● 車 ／ 館山自動車道 木更津南インターより５分
●電 車／ ＪＲ木更津駅（西口）にて、

潮見線のバスに乗り６分、
「市民総合福祉会館」バス停で下車、徒歩３分
又はイオンモール木更津線のバスに乗り６分、
「木更津市民会館」バス停で下車、徒歩５分

アクセス アクセス アクセス

アクセス アクセス

千葉国道事務所の主要事業マップ 2
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国道357号湾岸千葉地区改良（蘇我地区） 20
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道路の異状を発見したら…
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道 路 名：一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道
区 間：千葉県成田市吉岡～千葉県山武市松尾町谷津
車 線 数：４車線
規格及び設計速度：第１種第２級（自動車専用道路）１００ｋｍ／ｈ
延 長：１８．５ｋｍ

【これまでの経緯】

道路構造 構造別延長 構造別比率

土工部 16.2ｋｍ 88％

高架部 1.7ｋｍ 9％

トンネル部 0.6ｋｍ 3％

計 18.5ｋｍ 100％

【道路構造別延長】

土工部

トンネル部

高架部

※ 暫定２車線整備

22.0 22.0（20.5）

9.0 9.0

（ ）内は長大橋

【単位 ： ｍ】

大栄ＪＣＴ 圏央成田ＩＣ 多古ＩＣ

松尾横芝ＩＣ

山武ＰＡ（仮称）

圏央道（大栄～松尾横芝）延長18.5ｋｍＣ4

国道468号 首都圏中央連絡自動車道（大栄～松尾横芝）

至 大栄JCT

料金所

写真① 圏央成田IC

川上橋

至 松尾横芝IC

R8.2 撮影

至 松尾横芝IC

至 大栄JCT

料金所

写真③多古IC

R8.2 撮影 至 大栄JCT

至 松尾横芝IC写真④高谷川付近

R8.2 撮影

➊ ❸ ❹

ち

ば
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ん

さ

ん
む
し

ま

つ
お

ま
ち

や
つ

千
葉
県
山
武
市
松
尾
町
谷
津

ち

ば

け
ん

な

り

た

し

き
ち
お
か

千
葉
県
成
田
市
吉
岡

平成29年12月 基本計画決定

平成20年11月 都市計画決定 環境影響評価

平成20年10月～11月 測量・地質調査説明会の開催

平成24年10月～平成25年2月 設計・用地説明会の開催

平成30年13月 本体工事着手

至 大栄JCT

至 松尾横芝IC写真②

R8.2 撮影

54

成田JCT

圏央道（計画）

❷

 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ40～60kmの位置に計画されている延長約300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネット
ワークの一部を形成し、東京都中心部への交通の適切な分散導入を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線です。

 大栄～松尾横芝間は、圏央道（つくば～大栄）に接続し、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線と連絡することにより、千葉県と茨城県等を結ぶ広域的な高速交通ネッ
トワークを形成するものであり、首都圏の道路交通の円滑化、沿道環境の改善、沿線都市間の連絡強化、企業活動・地域づくり支援、災害時の代替路確保を目的とした
延長18.5kmの自動車専用道路です。

事業の目的と計画の概要・経緯・標準断面図

令和８年度秋頃開通予定 令和８年度 開通見込み ※資機材の調達等が順調な場合



道 路 名：一般国道４６８号首都圏中央連絡自動車道
区 間：千葉県成田市吉岡～千葉県山武市松尾町谷津
車 線 数：４車線
規格及び設計速度：第１種第２級（自動車専用道路）１００ｋｍ／ｈ
延 長：１８．５ｋｍ

【これまでの経緯】

道路構造 構造別延長 構造別比率

土工部 16.2ｋｍ 88％

高架部 1.7ｋｍ 9％

トンネル部 0.6ｋｍ 3％

計 18.5ｋｍ 100％

【道路構造別延長】

土工部

トンネル部

高架部

※ 暫定２車線整備

22.0 22.0（20.5）

9.0 9.0

（ ）内は長大橋

【単位 ： ｍ】

大栄ＪＣＴ 圏央成田ＩＣ 多古ＩＣ

松尾横芝ＩＣ

山武ＰＡ（仮称）

圏央道（大栄～松尾横芝）延長18.5ｋｍＣ4

国道468号 首都圏中央連絡自動車道（大栄～松尾横芝）

至 大栄JCT

料金所

写真① 圏央成田IC

川上橋

至 松尾横芝IC

R8.2 撮影

至 松尾横芝IC

至 大栄JCT

料金所

写真③多古IC

R8.2 撮影 至 大栄JCT

至 松尾横芝IC写真④高谷川付近

R8.2 撮影

➊ ❸ ❹
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県
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平成29年12月 基本計画決定

平成20年11月 都市計画決定 環境影響評価

平成20年10月～11月 測量・地質調査説明会の開催

平成24年10月～平成25年2月 設計・用地説明会の開催

平成30年13月 本体工事着手

至 大栄JCT

至 松尾横芝IC写真②

R8.2 撮影

54

成田JCT

圏央道（計画）

❷

 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）は、東京都心から半径およそ40～60kmの位置に計画されている延長約300kmの高規格幹線道路であり、3環状9放射道路ネット
ワークの一部を形成し、東京都中心部への交通の適切な分散導入を図り、首都圏全体の交通の円滑化、首都圏の機能の再編成等を図る上で重要な路線です。

 大栄～松尾横芝間は、圏央道（つくば～大栄）に接続し、千葉東金道路、東関東自動車道水戸線と連絡することにより、千葉県と茨城県等を結ぶ広域的な高速交通ネッ
トワークを形成するものであり、首都圏の道路交通の円滑化、沿道環境の改善、沿線都市間の連絡強化、企業活動・地域づくり支援、災害時の代替路確保を目的とした
延長18.5kmの自動車専用道路です。

事業の目的と計画の概要・経緯・標準断面図

令和８年度秋頃開通予定 令和８年度 開通見込み ※資機材の調達等が順調な場合



 一般国道４６４号北千葉道路は、常磐自動車道及び東関東自動車道（水戸線）のほぼ中間に位置し、首都圏の
東京外かく環状道路から千葉ニュータウンを経て成田国際空港を結ぶ全長約４３ｋｍの幹線道路です。

 北千葉道路（印西（旧印旛村）～成田）は、印西市若萩を起点として、一般国道４６４号、４０８号、５１号
等の主要な道路と交差し、一般国道２９５号に接続する成田市大山を終点とした延長１３．５ｋｍの道路です。

 本区間の整備により、首都圏北部や県西地域と成田国際空港とのアクセス強化が図られるとともに、沿線地域
相互の交流・連携の促進、物流の効率化など、地域の活性化に寄与します。

平成 ５年 ４月 松戸市～成田市間４７ｋｍが一般国道４６４号に指定される

平成１３年 ８月※1 都市再生プロジェクト（第二次決定）に位置付けられる

平成１７年１２月※2 環境影響評価書の告示・縦覧を実施（１２／１～１／４）

平成１７年１２月２７日※2 都市計画決定告示（印旛村～成田市）

平成１８年 １月 ４日 国土交通省関東地方整備局長 工事開始告示（権限代行）成田市北須賀から同市押畑まで

平成２０年 ２月１２日 都市計画決定告示（印旛村～成田市押畑）

平成２５年 ５月３１日 成田市北須賀～船形間１．８ｋｍの部分供用開始

平成２９年 ２月１９日 印西市若萩～成田市北須賀間４．２ｋｍの部分供用開始

平成３１年 ３月 ３日 成田市船形～成田市押畑間３．８ｋｍの部分供用開始

【これまでの経緯】

※1 平成１３年８月に第３回都市再生本部が決定した都市再生プロジェクト（第二次決定）において、大都市圏の国際競争力を高め、我が国経済の牽引役
とするため、国際都市に相応しい国際交流・物流機能を確保する観点から、首都圏北部と成田国際空港間のアクセス時間を大幅に短縮する新たな道路
アクセスルートとして、東京外かく環状道路の東側区間の早期整備と北千葉道路の計画の早期具体化を推進すると位置付けられた。

※2 環境影響評価及び都市計画手続きは成田スカイアクセス線と同時に実施。

国道464号 北千葉道路（印西～成田）

計画の概要・経緯（国施行区間） 標準断面図（国施行区間）

道 路 名：一般国道464号北千葉道路

区 間：千葉県成田市北須賀～押畑

車 線 数：４車線

規格及び設計速度：第3種第1級 80ｋｍ／ｈ

延 長：５．６ｋｍ

至 成田空港

至 鎌ヶ谷

至 成田空港

至 鎌ヶ谷

成田湯川駅 大谷津トンネル

高架・橋梁部 （単位：ｍ）

切土部

11.75 8.25
成田スカイ
アクセス線

盛土部

12.25 8.75
成田スカイ
アクセス線

12.25 8.75

成田スカイ
アクセス線

整 備 状 況

➊

写真① 写真② 写真③

写真④ 写真⑤ 写真⑥

至 鎌ヶ谷 R3.12 撮影

至 成田

至 鎌ヶ谷 R3.12 撮影

至 成田

至 鎌ヶ谷 R3.12 撮影

北
印
旛
沼

至 成田

至 鎌ヶ谷

R3.12 撮影至 成田

至 鎌ヶ谷

R3.12 撮影至 成田

至 鎌ヶ谷

R3.12 撮影至 成田

成田湯川駅

印西市若萩付近 印西市吉高付近 成田市北須賀付近

成田市船形付近 都市計画道路ニュータウン中央線 成田市押畑付近

❸

❹ ❺ ❻

R3一般交通量調査値

❷
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【計画概要】
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 一般国道４６４号北千葉道路は、常磐自動車道及び東関東自動車道（水戸線）のほぼ中間に位置し、首都圏の
東京外かく環状道路から千葉ニュータウンを経て成田国際空港を結ぶ全長約４３ｋｍの幹線道路です。

 北千葉道路（印西（旧印旛村）～成田）は、印西市若萩を起点として、一般国道４６４号、４０８号、５１号
等の主要な道路と交差し、一般国道２９５号に接続する成田市大山を終点とした延長１３．５ｋｍの道路です。

 本区間の整備により、首都圏北部や県西地域と成田国際空港とのアクセス強化が図られるとともに、沿線地域
相互の交流・連携の促進、物流の効率化など、地域の活性化に寄与します。

平成 ５年 ４月 松戸市～成田市間４７ｋｍが一般国道４６４号に指定される

平成１３年 ８月※1 都市再生プロジェクト（第二次決定）に位置付けられる

平成１７年１２月※2 環境影響評価書の告示・縦覧を実施（１２／１～１／４）

平成１７年１２月２７日※2 都市計画決定告示（印旛村～成田市）

平成１８年 １月 ４日 国土交通省関東地方整備局長 工事開始告示（権限代行）成田市北須賀から同市押畑まで

平成２０年 ２月１２日 都市計画決定告示（印旛村～成田市押畑）

平成２５年 ５月３１日 成田市北須賀～船形間１．８ｋｍの部分供用開始

平成２９年 ２月１９日 印西市若萩～成田市北須賀間４．２ｋｍの部分供用開始

平成３１年 ３月 ３日 成田市船形～成田市押畑間３．８ｋｍの部分供用開始

【これまでの経緯】

※1 平成１３年８月に第３回都市再生本部が決定した都市再生プロジェクト（第二次決定）において、大都市圏の国際競争力を高め、我が国経済の牽引役
とするため、国際都市に相応しい国際交流・物流機能を確保する観点から、首都圏北部と成田国際空港間のアクセス時間を大幅に短縮する新たな道路
アクセスルートとして、東京外かく環状道路の東側区間の早期整備と北千葉道路の計画の早期具体化を推進すると位置付けられた。

※2 環境影響評価及び都市計画手続きは成田スカイアクセス線と同時に実施。

国道464号 北千葉道路（印西～成田）

計画の概要・経緯（国施行区間） 標準断面図（国施行区間）

道 路 名：一般国道464号北千葉道路

区 間：千葉県成田市北須賀～押畑

車 線 数：４車線

規格及び設計速度：第3種第1級 80ｋｍ／ｈ

延 長：５．６ｋｍ

至 成田空港

至 鎌ヶ谷

至 成田空港

至 鎌ヶ谷

成田湯川駅 大谷津トンネル

高架・橋梁部 （単位：ｍ）

切土部

11.75 8.25
成田スカイ
アクセス線

盛土部

12.25 8.75
成田スカイ
アクセス線

12.25 8.75

成田スカイ
アクセス線

整 備 状 況

➊

写真① 写真② 写真③

写真④ 写真⑤ 写真⑥

至 鎌ヶ谷 R3.12 撮影

至 成田
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至 鎌ヶ谷

R3.12 撮影至 成田

至 鎌ヶ谷

R3.12 撮影至 成田

成田湯川駅

印西市若萩付近 印西市吉高付近 成田市北須賀付近

成田市船形付近 都市計画道路ニュータウン中央線 成田市押畑付近

❸

❹ ❺ ❻

R3一般交通量調査値
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8,525
9,578

768
914

2,886
3,550

10,005
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〕〔

湊交差点湊交差点

▲鋸山▲鋸山

北浜海水浴場

改修済トンネル

新設橋梁新設トンネル

未改修トンネル 未改修橋梁

凡 例

E14

E14

館山市

南房総市
鋸南町

富津市

富津竹岡IC

富津金谷IC

鋸南保田IC

鋸南富山IC富浦IC

道の駅「おおつの里」

道の駅「富楽里とみやま」

道の駅「保田小学校」

道の駅「きょなん」

道の駅「とみうら」

か
ず
さ
み
な
と

多田良西浜
海水浴場

大房岬

北浜海水浴場

原岡海水浴場

豊岡海水浴場

南無谷崎

浮島

勝山漁港

保田海水浴場

明鐘岬 浜金谷港

金谷漁港

萩生海水浴場

津浜海水浴場

湊橋

打越ﾄﾝﾈﾙ

洞口ﾄﾝﾈﾙ
島戸倉ﾄﾝﾈﾙ

丑山ﾄﾝﾈﾙ

芝崎橋

大日ﾄﾝﾈﾙ

明鐘ﾄﾝﾈﾙ

元名第一ﾄﾝﾈﾙ

元名第二ﾄﾝﾈﾙ

潮噴ﾄﾝﾈﾙ

吉浜橋

砂田橋

岩富ﾄﾝﾈﾙ

小浦ﾄﾝﾈﾙ

高崎ﾄﾝﾈﾙ

勝岩ﾄﾝﾈﾙ

小浜ﾄﾝﾈﾙ
南無谷ﾄﾝﾈﾙ

逢島ﾄﾝﾈﾙ

金尾橋

館富ﾄﾝﾈﾙ

富
津
市
湊

ふ

っ

つ

し

み
な
と

館
山
市
川
名

た
て
や
ま

し

か
わ

な

127号防災 延長30.0ｋｍ

至

君
津

至

館
山 川名・富浦地区4車線化 南無谷・小浜地区（別線ﾄﾝﾈﾙ）

延長 1.2km 延長 1km 延長 1km

久保ﾄﾝﾈﾙ（撤去済）

坂下ﾄﾝﾈﾙ

奥ケ谷ﾄﾝﾈﾙ

南ケ谷ﾄﾝﾈﾙ

城山地区（活線ﾄﾝﾈﾙ拡幅）

城山ﾄﾝﾈﾙ

■大規模災害時の孤立集落発生区間

【別線トンネル】

現況の交通を確保しながら、別ルートに

トンネルを整備する。

【活線開削】

現況の交通を確保しながら、山を開削する。

■大規模災害時の寸断集落発生区間

○大規模災害時に迂回路のない集落前後の老

朽構造物が被災した場合、集落が孤立する

区間

○大規模災害時に集落前後の老朽構造物が被災した場

合、富津館山道路を利用するなどした広域迂回を強

いられ ることになり、集落の安定した日常生活が困

難となる区間

【活線トンネル拡幅】

現況の交通を確保しながら、同位置に

拡幅トンネルを整備する。

【橋梁改修】

現況の交通を迂回させながら、老朽・狭小橋梁

を改修する。

3.253.25

12.0012.00

3.253.251.51.5 1.51.52.52.5

計画計画現況現況

3.03.0 3.03.0

6.06.0

3.253.25

12.0012.00

3.253.251.51.5 1.51.52.52.5

計画計画

現況現況

3.03.0 3.03.0

6.06.0

2.52.5

現況現況 計画計画

7.77.7 0.50.5 2.62.6

3.03.0 2.92.9 0.90.9 2.02.00.90.9 3.253.25

12.0012.00

3.253.251.51.5 1.51.5

富津館山道路

国道127号 127号防災

 １２７号防災は、東京湾に沿って海と急峻な崖地や丘陵地に挟まれた区間を通過する国道１２７号に

おいて、大規模災害時の孤立集落や寸断集落発生区間の解消、台風・大雨時における事前通行規制区

間の解消のため、老朽・狭小トンネル及び橋梁を改修し、安全で信頼性の高い道路ネットワークを確

保することを目的とした、千葉県館山市川名から富津市湊に至る延長３０ｋｍの防災対策事業です。

 平成１１年度に事業着手し、老朽・狭小で対策が必要なトンネル１７箇所、橋梁４箇所の改修を進め、

平成２８年度までにトンネル２箇所の改修が完了、令和２年度には防災ネットワーク強化のため、川

名・富浦地区の４車線化に着手したところです。

事業の目的と計画の概要

事業区間：千葉県館山市川名～富津市湊

道路規格：第３種第１級、第３種第２級

設計速度：８０ｋｍ／ｈ 、６０ｋｍ／ｈ

延 長：３０.０ｋｍ

【これまでの経緯】

平 成 1 1 年 度 事業着手

平 成 2 2 年 度 久保トンネル・坂下トンネル用地買収着手

平 成 2 5 年 度 久保トンネル・坂下トンネル工事着手

平 成 2 8 年 度 久保トンネル・坂下トンネル改修完了

令 和 2 年 度 南無谷トンネル・小浜トンネル用地買収着手
川名・富浦地区 改良工事着手

【計画概要】

標準断面図

《孤立集落のイメージ》 《寸断集落のイメージ》

E14

3.253.25

12.0012.00

3.253.251.51.5 1.51.52.52.5

現況現況

3.03.0 3.03.0

6.06.0

計画計画

計画・整備状況

連続雨量200mmで
規制（通行止め）を
実施します

約1.5ｋｍ

台風時など、越波により規制（通行止め）を実施する場合があります

約8.0ｋｍ

特殊規制区間事前通行規制区間

連続雨量200mmで規制
（通行止め）を実施します

約2.7ｋｍ

事前通行規制区間

富浦IC

至 館山市街地

館富トンネル新設
（館山方面）

館山市川名地先

南房総市富浦町福沢地先

至 富津

至 館山市
南房総市

富浦町南無谷地先

小浜トンネル

南無谷トンネル

至 富津

■写真① 川名・富浦地区 ■写真④ 南無谷・小浜地区

【館富トンネル】

至 富津

至 館山市街地

【小浜トンネル】

【南無谷トンネル】

至 富津

至 館山

至 富津

至 館山

■写真② 川名・富浦地区

R8.3 撮影 R7.4 撮影

改良工事施工状況 橋梁下部工事施工状況
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■写真③ 川名・富浦地区
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凡 例
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127号防災 延長30.0ｋｍ

至

君
津

至

館
山 川名・富浦地区4車線化 南無谷・小浜地区（別線ﾄﾝﾈﾙ）

延長 1.2km 延長 1km 延長 1km
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坂下ﾄﾝﾈﾙ
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南ケ谷ﾄﾝﾈﾙ

城山地区（活線ﾄﾝﾈﾙ拡幅）
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■大規模災害時の孤立集落発生区間

【別線トンネル】

現況の交通を確保しながら、別ルートに

トンネルを整備する。

【活線開削】

現況の交通を確保しながら、山を開削する。

■大規模災害時の寸断集落発生区間

○大規模災害時に迂回路のない集落前後の老

朽構造物が被災した場合、集落が孤立する

区間

○大規模災害時に集落前後の老朽構造物が被災した場

合、富津館山道路を利用するなどした広域迂回を強

いられ ることになり、集落の安定した日常生活が困

難となる区間

【活線トンネル拡幅】

現況の交通を確保しながら、同位置に

拡幅トンネルを整備する。

【橋梁改修】

現況の交通を迂回させながら、老朽・狭小橋梁

を改修する。
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12.0012.00

3.253.251.51.5 1.51.52.52.5

計画計画現況現況

3.03.0 3.03.0

6.06.0
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計画計画

現況現況

3.03.0 3.03.0
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現況現況 計画計画
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12.0012.00

3.253.251.51.5 1.51.5
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国道127号 127号防災
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 平成１１年度に事業着手し、老朽・狭小で対策が必要なトンネル１７箇所、橋梁４箇所の改修を進め、

平成２８年度までにトンネル２箇所の改修が完了、令和２年度には防災ネットワーク強化のため、川

名・富浦地区の４車線化に着手したところです。

事業の目的と計画の概要

事業区間：千葉県館山市川名～富津市湊

道路規格：第３種第１級、第３種第２級

設計速度：８０ｋｍ／ｈ 、６０ｋｍ／ｈ

延 長：３０.０ｋｍ

【これまでの経緯】

平 成 1 1 年 度 事業着手

平 成 2 2 年 度 久保トンネル・坂下トンネル用地買収着手

平 成 2 5 年 度 久保トンネル・坂下トンネル工事着手

平 成 2 8 年 度 久保トンネル・坂下トンネル改修完了

令 和 2 年 度 南無谷トンネル・小浜トンネル用地買収着手
川名・富浦地区 改良工事着手

【計画概要】

標準断面図

《孤立集落のイメージ》 《寸断集落のイメージ》
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実施します

約1.5ｋｍ

台風時など、越波により規制（通行止め）を実施する場合があります
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事前通行規制区間
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❶

❹

❷❸

■写真③ 川名・富浦地区

98



佐原香取IC

多古町

大栄拡幅 1.5km

C4

芝山町

富里市

酒々井町

千葉市

四街道市

佐倉市 印西市

成田市

神崎町

香取市

大栄IC

圏央成田IC

大栄JCT

下総IC

神崎IC

新空港IC

成田
スマートIC

成田IC

成田JCT

富里IC

酒々井IC

佐倉IC

四街道IC

千葉北IC

宮野木JCT

穴川IC

貝塚IC

千葉東IC

千葉東JCT

成田
国際空港

水郷大橋

成田拡幅 5.8km北千葉拡幅 7.6km

E51

E65

計画道路（4車線）

高速道路等（4車線以上）

国道（4車線以上）

計画道路（2車線）

高速道路等（2車線）

国道（2車線）

凡

例

事業化路線

【国道51号拡幅事業位置図】

佐
倉
市
馬
渡

さ

く

ら

し

ま

わ

た

し四
街
道
市
吉
岡

よ
つ
か
い
ど
う

し

よ
し
お
か

千
葉
市
若
葉
区
若
松
町

ち

ば

し

わ
か

ば

く

わ
か
ま
つ
ち
ょ
う

千
葉
市
若
葉
区
若
松
町

ち

ば

し

わ
か

ば

く

わ
か
ま
つ
ち
ょ
う

千
葉
市
若
葉
区
若
松
町

ち

ば

し

わ
か

ば

く

わ
か
ま
つ
ち
ょ
う

千
葉
市
若
葉
区
貝
塚
町

ち

ば

し

わ
か

ば

く

か
い
づ
か
ち
ょ
う

一般国道51号 北千葉拡幅 延長7.6km

4車線開通済み 延長3.8km

H7.8開通

延長2.7km

延長3.1km

H22.3開通

延長1.1km

千葉市

四街道市

佐倉市

E51

E14

貝塚IC
若松町

吉岡十字路

延長0.7km

11,082
8,528

12,908
9,309

29,703
20,871

20,986
13,539 23,431

15,215

24,027
16,808

18,593
13,875

9,334
7,180

都賀

都賀

東千葉 JR総武本線

千葉
刑務所

陸上自衛隊
下志津駐屯地

高速自動車道 4車線以上

一般有料道路 4車線

国道51号 2車線区間

北千葉拡幅 4車線開通区間

北千葉拡幅 事業中区間

一般国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

貝塚トンネル

27,049
18,028

94,010
70,492

81,046
60,812

31,083
22,253

18,784
14,018

29,233
19,871

至

成
田

国道51号 北千葉拡幅

事業の目的と計画の概要・標準断面図 整備状況
 北千葉拡幅は、千葉市若葉区貝塚町から佐倉市馬渡に至る一部バイパス計画を含めた７．６kmの現道拡幅事業です。この区間の沿道

では、区画整理事業等の開発が進められていたことから、今後更に交通量の増加が見込まれています。

 昭和４６年度に事業着手、平成７年度のバイパス完成区間から順次開通し、４車線開通延長は３．８kmとなっています。 事業区間：千葉県千葉市若葉区貝塚町～千葉県佐倉市馬渡

道路規格：第３種第１級

標準幅員：25.25ｍ（25.00ｍ）（）内は千葉市区間

設計速度：８０ｋｍ／ｈ

延 長：7.６ｋｍ

【これまでの経緯】

【計画概要】

区間① 4車線開通済区間 区間② 千葉市区間（整備中） 区間③ 四街道市区間（整備中）

区間① 4車線開通済区間 区間② 千葉市区間（整備中） 区間③ 四街道市区間（整備中）

昭和44年5月 都市計画決定 昭和44年5月 都市計画決定（延長1.8km） 昭和62年度 事業着手

昭和46年度 事業着手 昭和60年8月 都市計画変更（幅22ｍ→25ｍ） 平成21年2月 都市計画決定（四街道市内）

昭和48年度 用地買収着手 昭和62年度 事業着手 平成2３年度 用地買収着手（吉岡十字路付近）

昭和57年度 工事着手 昭和62年度 用地買収着手 平成2５年度 工事着手（吉岡十字路付近）

昭和60年8月 都市計画変更（幅22ｍ→25ｍ） 平成15年度 工事着手 令和 ２年度 用地買収着手（坂戸付近）

平成7年8月 4車線開通（延長2.7km） 平成22年3月 4車線開通（延長1.1km） 令和 ３年度 工事着手（坂戸付近）

【標準断面図】

吉岡十字路

■写真① 吉岡十字路交差点付近

H31.3 撮影 R8.2 撮影

物流施設

坂戸

至 千葉

至 成田

至 成田

至 千葉

■写真③ 坂戸交差点付近

至 成田

至 千葉 至 千葉R8.3 撮影 R8.2 撮影

■写真② 吉岡十字路交差点 ■写真④ 坂戸交差点

至 成田3.50 1.25

3.50 3.50 3.50 3.50

25.25（25.00） （ ）内は千葉市区間

7.00 7.00 1.25 3.50

（ｍ）

計画イメージ

1.75（1.50）

現 況

0.50 0.50

9.60～12.00

3.503.50

（ｍ）

0.80～2.00 0.80～2.00

坂戸
❹

❸
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一般国道51号 北千葉拡幅 延長7.6km

4車線開通済み 延長3.8km

H7.8開通

延長2.7km

延長3.1km
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延長1.1km
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四街道市

佐倉市
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若松町
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8,528

12,908
9,309
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20,986
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15,215

24,027
16,808

18,593
13,875

9,334
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陸上自衛隊
下志津駐屯地

高速自動車道 4車線以上

一般有料道路 4車線

国道51号 2車線区間

北千葉拡幅 4車線開通区間

北千葉拡幅 事業中区間

一般国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

貝塚トンネル

27,049
18,028

94,010
70,492

81,046
60,812

31,083
22,253

18,784
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至

成
田

国道51号 北千葉拡幅

事業の目的と計画の概要・標準断面図 整備状況
 北千葉拡幅は、千葉市若葉区貝塚町から佐倉市馬渡に至る一部バイパス計画を含めた７．６kmの現道拡幅事業です。この区間の沿道

では、区画整理事業等の開発が進められていたことから、今後更に交通量の増加が見込まれています。

 昭和４６年度に事業着手、平成７年度のバイパス完成区間から順次開通し、４車線開通延長は３．８kmとなっています。 事業区間：千葉県千葉市若葉区貝塚町～千葉県佐倉市馬渡

道路規格：第３種第１級

標準幅員：25.25ｍ（25.00ｍ）（）内は千葉市区間

設計速度：８０ｋｍ／ｈ

延 長：7.６ｋｍ

【これまでの経緯】

【計画概要】

区間① 4車線開通済区間 区間② 千葉市区間（整備中） 区間③ 四街道市区間（整備中）

区間① 4車線開通済区間 区間② 千葉市区間（整備中） 区間③ 四街道市区間（整備中）

昭和44年5月 都市計画決定 昭和44年5月 都市計画決定（延長1.8km） 昭和62年度 事業着手

昭和46年度 事業着手 昭和60年8月 都市計画変更（幅22ｍ→25ｍ） 平成21年2月 都市計画決定（四街道市内）

昭和48年度 用地買収着手 昭和62年度 事業着手 平成2３年度 用地買収着手（吉岡十字路付近）

昭和57年度 工事着手 昭和62年度 用地買収着手 平成2５年度 工事着手（吉岡十字路付近）

昭和60年8月 都市計画変更（幅22ｍ→25ｍ） 平成15年度 工事着手 令和 ２年度 用地買収着手（坂戸付近）

平成7年8月 4車線開通（延長2.7km） 平成22年3月 4車線開通（延長1.1km） 令和 ３年度 工事着手（坂戸付近）

【標準断面図】

吉岡十字路

■写真① 吉岡十字路交差点付近

H31.3 撮影 R8.2 撮影

物流施設

坂戸

至 千葉

至 成田

至 成田

至 千葉

■写真③ 坂戸交差点付近

至 成田

至 千葉 至 千葉R8.3 撮影 R8.2 撮影

■写真② 吉岡十字路交差点 ■写真④ 坂戸交差点

至 成田3.50 1.25

3.50 3.50 3.50 3.50

25.25（25.00） （ ）内は千葉市区間

7.00 7.00 1.25 3.50

（ｍ）

計画イメージ

1.75（1.50）

現 況

0.50 0.50

9.60～12.00

3.503.50

（ｍ）

0.80～2.00 0.80～2.00

坂戸
❹

❸

➊❷
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【国道51号拡幅事業位置図】

成田市役所下

至 香取市

一般国道51号 成田拡幅 延長5.8km

延長0.2km 4車線開通済み 延長4.6km 延長1.0km
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都市計画決定（S43.11）

延長5.0km

都市計画変更
（H17.12）

延長0.8km

⑥H12.3
開通

延長0.8km

⑦H14.3
 開通

延長0.8km

④H2.11
⑤H6.3 開通

延長1.3km

①S56.2
開通

49,103
37,400

41,827
31,923

29,088
22,508

23,542
17,310

5,734
4,091

30,229
21,592

32,741
23,221

19,626
13,919

37,971
26,930

19,994
14,273

至 千葉市

宗吾参道

京成本線

寺台インター

高速自動車道 4車線以上

国道51号 2車線区間

成田拡幅 4車線開通区間

成田拡幅 事業中区間

一般国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

 成田拡幅は、成田市並木から同市東金山に至る一部バイパス計画を含めた５．８ｋｍの現道拡幅事業です。この区間の沿道では、成田

国際空港開港を契機に成田ニュータウンを始めとする都市整備が精力的に行われ、それとともに国道５１号の交通量が増加し、国道５

１号では最も交通量の多い区間となっています。

 昭和４５年度に事業着手、昭和５５年度の一部完成区間から順次開通し、４車線開通延長は４．６kmとなっています。
事業区間：千葉県成田市並木～千葉県成田市東金山

道路規格：第３種第１級

標準幅員：2６．０m

設計速度：８０ｋｍ／ｈ

延 長：５．８km

事業の目的と計画の概要・標準断面図

整備状況

国道51号 成田拡幅

③S63.3
開通

②S62.3
開通

延長0.8km 延長0.6km延長0.3km

25,763
18,272

22,158
15,715

至 千葉 R8.3 撮影

■写真① 成田市不動ヶ岡付近(４車線開通済み)

【これまでの経緯】

昭和43年11月 飯仲～寺台（延長5.0km）都市計画決定 平 成 6 年 3 月 ⑤区画整理事業関連4車線化供用 (延長0.3km)

昭 和 4 5 年 度 事業着手 平 成 1 2 年 3 月 ⑥不動ヶ岡地先4車線化供用 (延長0.6km)

昭 和 4 6 年 度 用地買収着手 平 成 1 3 年 度 ⑦不動橋交差点～不動ヶ岡地先4車線化供用(延0.8km)

昭和5 6年2月 ①成田空港開港関連4車線化供用 (延長1.3km) 平成1７年１２月 寺台～東金山(延長0.8km) 都市計画変更

昭和6 2年3月 ②不動橋4車線化供用 (延長0.3km) 平 成 2 5 年 度 飯仲(延長0.2km) 工事着手

昭和6 3年3月 ③並木バイパス4車線化供用 (延長0.8km) 平 成 2 9 年 度 寺台～東金山（延長1.0km）工事着手

平成2年1 1月 ④成田市役所前4車線化供用 (延長0.5km)

【計画概要】

9.70

現 況

3.50 1.50 7.00

26.00

2.00 7.00 1.50 3.50

0.25 1.50 0.25

計画イメージ

8.50

3.50 3.500.75 0.75

1.20

至 香取

【標準断面図】

■写真② 東金山橋付近

R8.2 撮影至 千葉

至 香取至 千葉

至 香取

東金山橋

取香川

➊

❸

■写真③ 東金山橋付近
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【国道51号拡幅事業位置図】

成田市役所下
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都市計画決定（S43.11）

延長5.0km

都市計画変更
（H17.12）

延長0.8km

⑥H12.3
開通

延長0.8km

⑦H14.3
 開通

延長0.8km

④H2.11
⑤H6.3 開通

延長1.3km

①S56.2
開通

49,103
37,400

41,827
31,923

29,088
22,508

23,542
17,310

5,734
4,091

30,229
21,592

32,741
23,221

19,626
13,919

37,971
26,930

19,994
14,273

至 千葉市

宗吾参道

京成本線

寺台インター

高速自動車道 4車線以上

国道51号 2車線区間

成田拡幅 4車線開通区間

成田拡幅 事業中区間

一般国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

 成田拡幅は、成田市並木から同市東金山に至る一部バイパス計画を含めた５．８ｋｍの現道拡幅事業です。この区間の沿道では、成田

国際空港開港を契機に成田ニュータウンを始めとする都市整備が精力的に行われ、それとともに国道５１号の交通量が増加し、国道５

１号では最も交通量の多い区間となっています。

 昭和４５年度に事業着手、昭和５５年度の一部完成区間から順次開通し、４車線開通延長は４．６kmとなっています。
事業区間：千葉県成田市並木～千葉県成田市東金山

道路規格：第３種第１級

標準幅員：2６．０m

設計速度：８０ｋｍ／ｈ

延 長：５．８km

事業の目的と計画の概要・標準断面図

整備状況

国道51号 成田拡幅

③S63.3
開通

②S62.3
開通

延長0.8km 延長0.6km延長0.3km

25,763
18,272

22,158
15,715

至 千葉 R8.3 撮影

■写真① 成田市不動ヶ岡付近(４車線開通済み)

【これまでの経緯】

昭和43年11月 飯仲～寺台（延長5.0km）都市計画決定 平 成 6 年 3 月 ⑤区画整理事業関連4車線化供用 (延長0.3km)

昭 和 4 5 年 度 事業着手 平 成 1 2 年 3 月 ⑥不動ヶ岡地先4車線化供用 (延長0.6km)

昭 和 4 6 年 度 用地買収着手 平 成 1 3 年 度 ⑦不動橋交差点～不動ヶ岡地先4車線化供用(延0.8km)

昭和5 6年2月 ①成田空港開港関連4車線化供用 (延長1.3km) 平成1７年１２月 寺台～東金山(延長0.8km) 都市計画変更

昭和6 2年3月 ②不動橋4車線化供用 (延長0.3km) 平 成 2 5 年 度 飯仲(延長0.2km) 工事着手

昭和6 3年3月 ③並木バイパス4車線化供用 (延長0.8km) 平 成 2 9 年 度 寺台～東金山（延長1.0km）工事着手

平成2年1 1月 ④成田市役所前4車線化供用 (延長0.5km)

【計画概要】
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至 香取

【標準断面図】

■写真② 東金山橋付近

R8.2 撮影至 千葉

至 香取至 千葉

至 香取
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事業化路線

【国道51号拡幅事業位置図】 ■写真① 桜田権現前交差点付近 ■写真② 桜田地区 ■写真③ 桜田権現前交差点

至 千葉市

日本自動車
大学校

19,067
14,667

至 鹿嶋市

一般国道51号 大栄拡幅
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香取市

成田市

大栄IC

所

桜田権現前

都市計画道路 3・5・4（15）

新佐原変電所

香西保育所

熊野神社

佐原清掃事務所

高速自動車道 4車線以上

国道51号 2車線区間

大栄拡幅 事業中区間

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

22,715
16,225

21,028
14,913

6,766
5,286

5,749
4,791

 大栄拡幅は、成田市桜田（東関東自動車道水戸線大栄IC）から同市所に至る一部バイパス計画を含めた１．５ｋｍの現道拡幅事業です。

東関東自動車道と主要地方道大栄粟源干潟線（旧東総有料道路）のアクセス道としても利用される重要な区間ですが、カーブが連続し

ており、見通しが悪く交通事故が多発しています。バイパス整備及び車線を４車線化するとともに、狭い歩道を広くすることによる交

通渋滞の緩和と交通安全性の向上を目的として、昭和６３年度に事業着手し、平成１７年度に用地買収着手、平成３０年度に工事着手

したところです。

【これまでの経緯】

昭 和 6 3 年 度 事業化

平 成 1 2 年 度 騒特法※の基本方針に基づく都市計画手続き着手

平 成 1 3 年 度 都市計画決定（大栄IC～所交差点 4車線 延長1.5ｋm 幅員25m）

平 成 1 7 年 度 用地買収着手

平成３０年度 工事着手

令 和 ３ 年 度 都市計画変更（路線番号の変更）

※騒特法(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)

航空機の騒音による障害を防止するとともに、空

港と調和の取れた計画的な土地利用を進めること

によって、空港周辺地域の振興を図るために制定

事業区間：千葉県成田市桜田～千葉県成田市所

道路規格：第３種第１級

標準幅員：２５．０m

設計速度：８０ｋｍ／ｈ

延 長：１．５ｋｍ

【計画概要】

至 千葉

R6.10 撮影

E51 22,367
17,558

16,350
12,879

都市計画道路 3・5・4（25）

現 況

【標準断面図】
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計画イメージ
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0.25 1.00 0.25

12.50
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至 千葉 至 鹿嶋

桜田権現前交差点

R8.2 撮影

至 鹿嶋

（ｍ）

R4.1 撮影至 千葉

至 鹿嶋

➊

❷

❸

交通・整備状況

1514

国道51号 大栄拡幅

事業の目的と計画の概要・標準断面図
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都市計画道路 3・5・4（15）

新佐原変電所

香西保育所

熊野神社

佐原清掃事務所

高速自動車道 4車線以上

国道51号 2車線区間

大栄拡幅 事業中区間

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

22,715
16,225

21,028
14,913

6,766
5,286

5,749
4,791

 大栄拡幅は、成田市桜田（東関東自動車道水戸線大栄IC）から同市所に至る一部バイパス計画を含めた１．５ｋｍの現道拡幅事業です。

東関東自動車道と主要地方道大栄粟源干潟線（旧東総有料道路）のアクセス道としても利用される重要な区間ですが、カーブが連続し

ており、見通しが悪く交通事故が多発しています。バイパス整備及び車線を４車線化するとともに、狭い歩道を広くすることによる交

通渋滞の緩和と交通安全性の向上を目的として、昭和６３年度に事業着手し、平成１７年度に用地買収着手、平成３０年度に工事着手

したところです。

【これまでの経緯】

昭 和 6 3 年 度 事業化

平 成 1 2 年 度 騒特法※の基本方針に基づく都市計画手続き着手

平 成 1 3 年 度 都市計画決定（大栄IC～所交差点 4車線 延長1.5ｋm 幅員25m）

平 成 1 7 年 度 用地買収着手

平成３０年度 工事着手

令 和 ３ 年 度 都市計画変更（路線番号の変更）

※騒特法(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)

航空機の騒音による障害を防止するとともに、空

港と調和の取れた計画的な土地利用を進めること

によって、空港周辺地域の振興を図るために制定

事業区間：千葉県成田市桜田～千葉県成田市所

道路規格：第３種第１級

標準幅員：２５．０m

設計速度：８０ｋｍ／ｈ

延 長：１．５ｋｍ

【計画概要】

至 千葉

R6.10 撮影

E51 22,367
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16,350
12,879

都市計画道路 3・5・4（25）

現 況

【標準断面図】
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交通・整備状況
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国道51号 大栄拡幅

事業の目的と計画の概要・標準断面図



延長０．９ｋｍ

舞浜立体区間 塩浜立体区間

千鳥町立体 高浜立体

浜田立体

船橋市域

高谷JCT
至 宮野木JCT

延長４．１ｋｍ

●船橋市域の渋滞の著しい交差点部について、右左折レーン設置・延伸や直進レーン
増設を実施しています。

船橋市域の渋滞・整備状況
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一般国道３５７号 東京湾岸道路（千葉県区間）船橋市域改良 延長3.5km
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京葉道路Ｅ14

Ｅ51

国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間）船橋市域

事業の目的と計画の概要・標準断面図

【東京湾岸道路（千葉県区間）のこれまでの経緯】

【浦安・市川区間】※首都国道事務所が担当 【船橋市域】 【習志野・千葉区間】

昭和44年度 都市計画決定 昭和44年度 都市計画決定 昭和44年度 都市計画決定

昭和45年度 事業化 昭和45年度 事業化 昭和47年度 事業化

昭和47年度 工事着手（市川大橋） 昭和46年度 工事着手（海老川大橋） 昭和48年度 工事着手（一般部）

平 成 2 年 度 一般部全線 供用（4車線） 昭和55年度 一般部全線 供用（4車線） 昭和58年度 一般部全線 供用（4車線）

平成18年度 千鳥町立体 供用（4車線） 平 成 元 年 度 浜田立体 供用（4車線）

平成19年度 高浜立体全線 供用（4車線）

令和 2年度 舞浜立体 供用

事業区間：千葉県千葉市美浜区稲毛海岸～千葉県浦安市舞浜

道路規格：第４種第１級 第３種第１級

標準幅員：５０ｍ～１００ｍ

設計速度：６０ｋｍ／ｈ ８０ｋｍ／ｈ

延 長：２４．２ｋｍ

【計画概要】

【標準断面図】

船橋市域改良のイメージ図

 国道357号東京湾岸道路（千葉県区間）は、東京湾に接する主要都市を結び、物流の効率化、重要港湾や大規模集客施設へのアクセス

向上等、産業・生活両面において不可欠な幹線道路です。このうち渋滞の著しい箇所について、車線増設や交差点改良、交差点の連続

立体化を進めています。
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計画イメージ
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一般国道３５７号 東京湾岸道路（千葉県区間）延長24.2km
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延長３．５ｋｍ

江戸川区

■写真① 海老川大橋下部工事

➊

■写真② 浜町２丁目交差点付近

❷

左折レーンの設置 直進車線の増設
（２車線⇒３車線）

右折レーンの延伸

左折レーンの設置

右折レーンの延伸

直進車線の増設
（２車線⇒３車線）

歩道整備

至 東京

至 千葉

至 千葉

至 東京

車線の増設

【整備イメージ】
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凡 例

高速道路等

国道 事業中

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量



延長０．９ｋｍ

舞浜立体区間 塩浜立体区間

千鳥町立体 高浜立体

浜田立体

船橋市域

高谷JCT
至 宮野木JCT

延長４．１ｋｍ

●船橋市域の渋滞の著しい交差点部について、右左折レーン設置・延伸や直進レーン
増設を実施しています。

船橋市域の渋滞・整備状況
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一般国道３５７号 東京湾岸道路（千葉県区間）船橋市域改良 延長3.5km
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国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間）船橋市域

事業の目的と計画の概要・標準断面図

【東京湾岸道路（千葉県区間）のこれまでの経緯】

【浦安・市川区間】※首都国道事務所が担当 【船橋市域】 【習志野・千葉区間】

昭和44年度 都市計画決定 昭和44年度 都市計画決定 昭和44年度 都市計画決定

昭和45年度 事業化 昭和45年度 事業化 昭和47年度 事業化

昭和47年度 工事着手（市川大橋） 昭和46年度 工事着手（海老川大橋） 昭和48年度 工事着手（一般部）

平 成 2 年 度 一般部全線 供用（4車線） 昭和55年度 一般部全線 供用（4車線） 昭和58年度 一般部全線 供用（4車線）

平成18年度 千鳥町立体 供用（4車線） 平 成 元 年 度 浜田立体 供用（4車線）

平成19年度 高浜立体全線 供用（4車線）

令和 2年度 舞浜立体 供用

事業区間：千葉県千葉市美浜区稲毛海岸～千葉県浦安市舞浜

道路規格：第４種第１級 第３種第１級

標準幅員：５０ｍ～１００ｍ

設計速度：６０ｋｍ／ｈ ８０ｋｍ／ｈ

延 長：２４．２ｋｍ

【計画概要】

【標準断面図】

船橋市域改良のイメージ図

 国道357号東京湾岸道路（千葉県区間）は、東京湾に接する主要都市を結び、物流の効率化、重要港湾や大規模集客施設へのアクセス

向上等、産業・生活両面において不可欠な幹線道路です。このうち渋滞の著しい箇所について、車線増設や交差点改良、交差点の連続

立体化を進めています。
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現 況

計画イメージ

舞浜

B 市川塩浜

外環道

浦安市

市川市

船橋市

習志野市
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一般国道３５７号 東京湾岸道路（千葉県区間）延長24.2km
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延長３．５ｋｍ

江戸川区

■写真① 海老川大橋下部工事

➊

■写真② 浜町２丁目交差点付近

❷

左折レーンの設置 直進車線の増設
（２車線⇒３車線）

右折レーンの延伸

左折レーンの設置

右折レーンの延伸

直進車線の増設
（２車線⇒３車線）

歩道整備

至 東京

至 千葉

至 千葉

至 東京

車線の増設

【整備イメージ】
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凡 例

高速道路等

国道 事業中

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量



千葉西警察署

花見川区

稲毛区

美浜区

京葉線通り

検見川立体
延長 約2.2ｋｍ

車線拡幅
延長 約0.8ｋｍ

車線拡幅
延長 約0.5ｋｍ

交差点改良

（仮称)検見川・真砂
スマートIC

（仮称）真砂

千葉西警察入口
稲毛浅間神社前

運輸支局入口

至

東
京

至

東
京

至

市
原

凡 例

高速道路等

国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

千
葉
市
美
浜
区
真
砂

対象区間 更なる交通負荷による課題 対策案 期待される効果

山側

(仮称)真砂交差点～
千葉西警察入口交差点

ＯＦＦランプから国道への
合流時の錯綜

車線拡幅
(仮称)真砂交差点から千葉西警察入口交
差点までの交通の整流化

千葉西警察入口交差点～
稲毛浅間神社前交差点

ＯＦＦランプから国道への流入
に伴う交通量増加による渋滞

連続立体
主要渋滞箇所の２交差点を連続立体と
することで渋滞緩和効果が発現

海側
千葉西警察入口交差点～
スマートＩＣ ＯＮランプ

ＯＮランプへ向かう国道への
交通量増加による渋滞

車線拡幅
交通容量の確保により、渋滞悪化を
回避

市原方面 東京方面

標準横断図縦断図

至

市
原

至

東
京

擁壁部 擁壁部

至 穴川IC
（約6.5km）

至 湾岸習志野IC
（約4.5km）

 千葉市中心部や各拠点から高速道路へのアクセス性向上等を目的として、（仮称）検見川・真砂SICが令和４年度に事業化。

 検⾒川・真砂地区は、（仮称）真砂交差点、千葉⻄警察⼊⼝交差点、稲⽑浅間神社前交差点の主要渋滞箇所が連担しているため、SICの整備

にあわせて、拡幅や連続立体の組合せによる国道の渋滞対策に令和５年度から着手。

至 東京至 東京

至 市原

写真① スマートIC計画地周辺状況

至 市原

至 東京

写真② 稲毛浅間神社前交差点付近

44,978
65,287

22,330
31,753

57,048
78,466

4,497
5,666

20,934
31,987

事業の目的と計画の概要・縦断図・標準断面図

【これまでの経緯】

検見川立体 (仮称)検見川・真砂スマートIC

昭 和 4 5 年 度 東京湾岸道路（千葉県区間）事業化 令 和 ２ 年 度 スマートIC準備段階調査箇所に採択

令 和 4 年 度 関東地方整備局事業評価監視委員会が検見川立体の整備着手を了承 令 和 ４ 年 度 地区協議会設置、新規事業化

令 和 5 年 度 検見川立体着手

事業区間：千葉市美浜区真砂～千葉市美浜区稲毛海岸

道路規格：第３種第１級（高架部）、第４種第１級（拡幅部）

標準幅員：５０．０ｍ （高架部）、１００．０ｍ（拡幅部）

設計速度：８０ｋｍ／ｈ（高架部）、６０ｋｍ／ｈ（拡幅部）

延 長：２．２ｋｍ

【計画概要】

千
葉
市
美
浜
区
稲
毛
海
岸

【検見川立体計画イメージ】

至

市
原

至

東
京

千葉西警察入口(仮称)真砂 稲毛浅間神社前

海側
（東京方面）

山側
（市原方面）

事業の目的と計画の概要・標準断面図スマート I Cと一体となった国道の渋滞対策

【イメージ図】

国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間）検見川立体
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千葉西警察署

花見川区

稲毛区

美浜区

京葉線通り

検見川立体
延長 約2.2ｋｍ

車線拡幅
延長 約0.8ｋｍ

車線拡幅
延長 約0.5ｋｍ

交差点改良

（仮称)検見川・真砂
スマートIC

（仮称）真砂

千葉西警察入口
稲毛浅間神社前

運輸支局入口

至

東
京

至

東
京

至

市
原

凡 例

高速道路等

国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

千
葉
市
美
浜
区
真
砂

対象区間 更なる交通負荷による課題 対策案 期待される効果

山側

(仮称)真砂交差点～
千葉西警察入口交差点

ＯＦＦランプから国道への
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車線拡幅
(仮称)真砂交差点から千葉西警察入口交
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千葉西警察入口交差点～
稲毛浅間神社前交差点

ＯＦＦランプから国道への流入
に伴う交通量増加による渋滞

連続立体
主要渋滞箇所の２交差点を連続立体と
することで渋滞緩和効果が発現

海側
千葉西警察入口交差点～
スマートＩＣ ＯＮランプ

ＯＮランプへ向かう国道への
交通量増加による渋滞

車線拡幅
交通容量の確保により、渋滞悪化を
回避

市原方面 東京方面

標準横断図縦断図

至

市
原

至

東
京

擁壁部 擁壁部

至 穴川IC
（約6.5km）

至 湾岸習志野IC
（約4.5km）

 千葉市中心部や各拠点から高速道路へのアクセス性向上等を目的として、（仮称）検見川・真砂SICが令和４年度に事業化。

 検⾒川・真砂地区は、（仮称）真砂交差点、千葉⻄警察⼊⼝交差点、稲⽑浅間神社前交差点の主要渋滞箇所が連担しているため、SICの整備

にあわせて、拡幅や連続立体の組合せによる国道の渋滞対策に令和５年度から着手。

至 東京至 東京

至 市原

写真① スマートIC計画地周辺状況

至 市原

至 東京

写真② 稲毛浅間神社前交差点付近

44,978
65,287

22,330
31,753

57,048
78,466

4,497
5,666

20,934
31,987

事業の目的と計画の概要・縦断図・標準断面図

【これまでの経緯】

検見川立体 (仮称)検見川・真砂スマートIC

昭 和 4 5 年 度 東京湾岸道路（千葉県区間）事業化 令 和 ２ 年 度 スマートIC準備段階調査箇所に採択

令 和 4 年 度 関東地方整備局事業評価監視委員会が検見川立体の整備着手を了承 令 和 ４ 年 度 地区協議会設置、新規事業化

令 和 5 年 度 検見川立体着手

事業区間：千葉市美浜区真砂～千葉市美浜区稲毛海岸

道路規格：第３種第１級（高架部）、第４種第１級（拡幅部）

標準幅員：５０．０ｍ （高架部）、１００．０ｍ（拡幅部）

設計速度：８０ｋｍ／ｈ（高架部）、６０ｋｍ／ｈ（拡幅部）

延 長：２．２ｋｍ

【計画概要】
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【検見川立体計画イメージ】
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千葉西警察入口(仮称)真砂 稲毛浅間神社前

海側
（東京方面）

山側
（市原方面）

事業の目的と計画の概要・標準断面図スマート I Cと一体となった国道の渋滞対策

【イメージ図】

国道357号 東京湾岸道路（千葉県区間）検見川立体
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E14

蘇我IC

祐光３

祐光４

祐光２
祐光１

椿森５

椿森２ 要町

椿森２

弁天３
弁天２

弁天１

松波１

新千葉３

汐見丘町

登戸３

登戸４

幸町１

登戸２
登戸１

新千葉２

東本町

本町１

本町２

栄町
中央１

富士見１

富士見２

新田町

新宿２

新宿１

神明町

問屋町

中央港２

出州港

港町

寒川町

中央２

中央３

中央４

旭町

亀岡町

亥鼻１

市場町

亥鼻２

亥鼻３

葛城３

葛城２

葛城１

長州１

長州２

寒川町２
寒川町３

末広１

末広３

千葉寺

千葉寺町

末広４

稲荷町１ 稲荷町２ 稲荷町３

川崎町

宮崎１
宮崎２

白旗３

末広５
南町１ 南町２

南町３

白旗１

白旗２

今井町

鵜の森町

大巌寺町
生実町

南生実町

古市場町

古市場

今井１
今井２

今井３
蘇我１

蘇我２

若草１ 蘇我５

蘇我町

塩田町

新浜町

八幡浦

八幡北町３
八幡北町２

八幡

八幡石塚１

八幡石塚２

村田町

浜野町

蘇我４

登戸

市役所前

ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ前

（仮）出洲港

寒川大橋

寒川町２丁目

稲荷

蘇我駅西側
蘇我１丁目

（仮）蘇我町
２丁目西

蘇我陸橋北

蘇我３

蘇我陸橋南

茂原街道入口

村田町

千葉市中央区

市原市

千葉市緑区

千葉市美浜区

千
葉
市
中
央
区
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屋
町
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千
葉
市
中
央
区
塩
田
町

ち

ば

し

ち
ゅ
う
お
う
く
し
お
だ
ち
ょ
う

一 般 部 蘇我陸橋部

千葉市役所

至

東
京

千葉公園駅

栄町駅

千葉県庁

至 木更津

千葉港

蘇我スポーツ公園

生
実
川

凡 例

高速道路等

国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

52,346
35,562

23,626
16,182

48,840
33,917

51,534
35,788

21,336
16,008

 千葉港や蘇我副都心の大型商業施設からの出入り交通に対応するため、現道拡幅により交通容量の増加を図り、慢性的な渋滞の緩和、円滑な物流の確保、交通の円滑化を図ります。

【これまでの経緯】

昭 和 4 4 年 度 都市計画決定

平 成 2 9 年 度 事業化

令 和 4 年 2 月 都市計画事業認可及び承認し、令和4年度から用地買収に着手

事業区間：千葉県千葉市中央区塩田町～千葉県千葉市中央区問屋町

道路規格：第４種第１級（本線）、第４種第３級（側道）、第４種第４級（市道）

標準幅員：４３．０ｍ（一般部）、５０．０ｍ（蘇我陸橋部）

設計速度：６０ｋｍ / ｈ（本線）、４０ｋｍ / ｈ（市道、側道）

延 長：５．０ｋｍ

【計画概要】

横水路 L=1.0km

43,939
29,689

標準断面図

❷

現 況

計画イメージ

【一般部】 【一般部（横水路）】 【蘇我陸橋部】

横水路

横水路

❹

至 木更津

至 東京

至 東京

至 木更津

蘇我陸橋

■写真① 千葉港

■写真③ 蘇我副都心

■写真② 稲荷交差点付近

■写真④ 蘇我陸橋南交差点付近

至

木
更
津

至

東
京

至

東
京

至

木
更
津

一般国道３５７号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区） 延長5.0km

国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区）

事業の目的と計画の概要・周辺状況・渋滞状況

R3.12 撮影

R3.12 撮影
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千葉市役所

至

東
京

千葉公園駅

栄町駅

千葉県庁

至 木更津

千葉港

蘇我スポーツ公園

生
実
川

凡 例

高速道路等

国道

県道

その他の道路

令和3年度一般交通量調査値
平日24h交通量
平日12h交通量

52,346
35,562

23,626
16,182

48,840
33,917

51,534
35,788

21,336
16,008

 千葉港や蘇我副都心の大型商業施設からの出入り交通に対応するため、現道拡幅により交通容量の増加を図り、慢性的な渋滞の緩和、円滑な物流の確保、交通の円滑化を図ります。

【これまでの経緯】

昭 和 4 4 年 度 都市計画決定

平 成 2 9 年 度 事業化

令 和 4 年 2 月 都市計画事業認可及び承認し、令和4年度から用地買収に着手

事業区間：千葉県千葉市中央区塩田町～千葉県千葉市中央区問屋町

道路規格：第４種第１級（本線）、第４種第３級（側道）、第４種第４級（市道）

標準幅員：４３．０ｍ（一般部）、５０．０ｍ（蘇我陸橋部）

設計速度：６０ｋｍ / ｈ（本線）、４０ｋｍ / ｈ（市道、側道）

延 長：５．０ｋｍ

【計画概要】

横水路 L=1.0km

43,939
29,689

標準断面図

❷

現 況

計画イメージ

【一般部】 【一般部（横水路）】 【蘇我陸橋部】

横水路
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■写真① 千葉港

■写真③ 蘇我副都心
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一般国道３５７号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区） 延長5.0km

国道357号 湾岸千葉地区改良（蘇我地区）

事業の目的と計画の概要・周辺状況・渋滞状況

R3.12 撮影

R3.12 撮影
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千葉国道事務所管内の７路線（約２８０ｋｍ）の国道については、道路巡回や清掃、除草、剪定等の作業頻度を明確
に定め、安全・安心な道路環境の確保を最優先にしながら、コストの縮減を図り効率的な維持管理を実施します。

道路ストックの老朽化対策が喫緊の課題となってい

る中、橋梁やトンネルなどの道路構造物を良好な状

態に保全していくためには、「点検→診断→措置→

記録」というメンテナンスサイクルを確実に進める

ことが重要です。

千葉国道事務所管内のトンネル（２６箇所）や橋

梁（３９３橋）などについては、安全、安心な道路

環境の確保を目的とした効率的な維持管理を実施す

るために定期的な点検・診断を行い、補修の必要性

がある損傷箇所については適宜措置を講じます。

対策事例

基礎知識等の講義状況

道路上の落下物などを早期に発見するため
の巡回作業

早期に対応が必要な箇所に対する応急維持
（路面補修）

車道や歩道上の土やゴミなどを取り除く
清掃作業

ライフサイクルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全による道路メンテナンスへ早期に移行するた
め、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設（橋梁、トンネル、道路附属物、舗装等）の対策を集中的に
実施します。

【深刻化するインフラの老朽化】 【橋梁の老朽化事例】 【舗装の老朽化事例】

床版鉄筋露出 アスファルト舗装ひび割れ

建設後５０年以上経過する社会資本の施設の割合が
加速度的に増加

建設後50年以上経過した施設の割合

2023年時点

＜トンネル＞

2033年時点

【予防保全による中長期的コスト縮減】

中長期的なトータルコストの縮減を図るためには、
要修繕箇所への早期措置が急務

【全国道路施設点検データベース】
～損傷マップ～
全国の道路構造物の健全性や措置状況を公表

詳しくは、国土交通省ホームページの
「全国道路構造物情報マップ」をご参照ください。

URL：https://road-structures-map.mlit.go.jp/Index.aspx

施設A
B

C
D

E

×
×

×
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×

トータルコスト

0% 40% 60% 80% 100%20%

○主な検討・調整事項
・技術研修、基準類の説明会の開催
・点検業務の地域一括発注の検討・調整
・難易度の高い点検、診断の技術的相談対応
・点検、修繕の優先順位等の考え方の検討・整理 など

ニーズ・課題
の把握

千葉国道事務所（会長）

千葉県（副会長）

千葉市（副会長）

千葉県道路メンテナンス会議【平成26年5月29日設置】

【トンネル点検の様子】 【橋梁点検の様子】

国道１２７号勝岩トンネル（南房総市二部） 国道５１号水郷大橋（香取市佐原口）

定期的な点検・診断により確認された橋梁損傷の主な原因に「疲労」と「塩害」があります。「疲労」とは、車両
の繰り返し荷重で細かな損傷が累積して生じる現象であり、車両が重いほどその累積が早くなり、コンクリート部
材のひび割れや鋼部材の亀裂となって現れます。

また「塩害」は、海岸に近い橋梁が潮風にさらされ、その塩分がコンクリート内部に侵入して内部の鉄筋を腐食さ
せ、そのさびによる膨張でコンクリートが損傷する現象です。

①橋梁点検で鋼製床版・桁等に損傷(亀裂)を確認。

「疲労」による損傷補修例

②損傷要因を「疲労」と特定するとともに､早期
に補修が必要と診断。

③損傷(亀裂)箇所のあて板補修を実施。

道路ストックの老朽化の波は地方公共団体が管理する橋梁やトンネルなどの道路構造物でも同様です。そのような
状況の中、地方公共団体では人不足・技術力不足・予算不足といった３つの課題が表面化しています。

千葉国道事務所では、千葉県・千葉市と協力し「千葉県道路メンテナンス会議」を通じて、これら課題の解決に向
けた支援を行っています。

橋梁点検実習（近接目視点検の状況）

千葉県橋梁点検研修会の開催

千葉県内

５３市町村

など情報提供
助言・支援

37%

61%

＜橋梁＞

2023年時点

2033年時点
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Ⅱ

Ⅲ
事後保全の
管理水準

予防保全の
管理水準

予防保全：施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。
事後保全：施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

Ⅳ

日常的な道路管理

道路の効率的な維持管理 道路構造物のメンテナンス

道路構造物の老朽化

道路ストックの保全に向けた地域支援
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千葉国道事務所管内の７路線（約２８０ｋｍ）の国道については、道路巡回や清掃、除草、剪定等の作業頻度を明確
に定め、安全・安心な道路環境の確保を最優先にしながら、コストの縮減を図り効率的な維持管理を実施します。

道路ストックの老朽化対策が喫緊の課題となってい

る中、橋梁やトンネルなどの道路構造物を良好な状

態に保全していくためには、「点検→診断→措置→

記録」というメンテナンスサイクルを確実に進める

ことが重要です。

千葉国道事務所管内のトンネル（２６箇所）や橋

梁（３９３橋）などについては、安全、安心な道路

環境の確保を目的とした効率的な維持管理を実施す

るために定期的な点検・診断を行い、補修の必要性

がある損傷箇所については適宜措置を講じます。

対策事例

基礎知識等の講義状況

道路上の落下物などを早期に発見するため
の巡回作業

早期に対応が必要な箇所に対する応急維持
（路面補修）

車道や歩道上の土やゴミなどを取り除く
清掃作業

ライフサイクルコストの低減や持続可能な維持管理を実現する予防保全による道路メンテナンスへ早期に移行するた
め、定期点検等により確認された修繕が必要な道路施設（橋梁、トンネル、道路附属物、舗装等）の対策を集中的に
実施します。

【深刻化するインフラの老朽化】 【橋梁の老朽化事例】 【舗装の老朽化事例】

床版鉄筋露出 アスファルト舗装ひび割れ

建設後５０年以上経過する社会資本の施設の割合が
加速度的に増加

建設後50年以上経過した施設の割合

2023年時点

＜トンネル＞

2033年時点

【予防保全による中長期的コスト縮減】

中長期的なトータルコストの縮減を図るためには、
要修繕箇所への早期措置が急務

【全国道路施設点検データベース】
～損傷マップ～
全国の道路構造物の健全性や措置状況を公表

詳しくは、国土交通省ホームページの
「全国道路構造物情報マップ」をご参照ください。

URL：https://road-structures-map.mlit.go.jp/Index.aspx
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トータルコスト
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○主な検討・調整事項
・技術研修、基準類の説明会の開催
・点検業務の地域一括発注の検討・調整
・難易度の高い点検、診断の技術的相談対応
・点検、修繕の優先順位等の考え方の検討・整理 など

ニーズ・課題
の把握

千葉国道事務所（会長）

千葉県（副会長）

千葉市（副会長）

千葉県道路メンテナンス会議【平成26年5月29日設置】

【トンネル点検の様子】 【橋梁点検の様子】

国道１２７号勝岩トンネル（南房総市二部） 国道５１号水郷大橋（香取市佐原口）

定期的な点検・診断により確認された橋梁損傷の主な原因に「疲労」と「塩害」があります。「疲労」とは、車両
の繰り返し荷重で細かな損傷が累積して生じる現象であり、車両が重いほどその累積が早くなり、コンクリート部
材のひび割れや鋼部材の亀裂となって現れます。

また「塩害」は、海岸に近い橋梁が潮風にさらされ、その塩分がコンクリート内部に侵入して内部の鉄筋を腐食さ
せ、そのさびによる膨張でコンクリートが損傷する現象です。

①橋梁点検で鋼製床版・桁等に損傷(亀裂)を確認。

「疲労」による損傷補修例

②損傷要因を「疲労」と特定するとともに､早期
に補修が必要と診断。

③損傷(亀裂)箇所のあて板補修を実施。

道路ストックの老朽化の波は地方公共団体が管理する橋梁やトンネルなどの道路構造物でも同様です。そのような
状況の中、地方公共団体では人不足・技術力不足・予算不足といった３つの課題が表面化しています。

千葉国道事務所では、千葉県・千葉市と協力し「千葉県道路メンテナンス会議」を通じて、これら課題の解決に向
けた支援を行っています。

橋梁点検実習（近接目視点検の状況）

千葉県橋梁点検研修会の開催

千葉県内

５３市町村

など情報提供
助言・支援

37%

61%

＜橋梁＞

2023年時点

2033年時点
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予防保全の
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予防保全：施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。
事後保全：施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

Ⅳ

日常的な道路管理

道路の効率的な維持管理 道路構造物のメンテナンス

道路構造物の老朽化

道路ストックの保全に向けた地域支援
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国道が急峻な海岸線沿いに立地しているなど、災害の恐れがある大規模法面等については、定期的に防災点検を
行うとともに、順次必要な対策を行うことで、道路の安全性・信頼性を確保します。

対策事例 国道１２７号 富津市萩生

●法面対策（法枠工＋アンカー工）

CCTVカメラ設置状況

事前通行規制訓練

東京湾に沿って急峻な崖地や丘陵地を通過する国道１２７号では、異常気象（台風、大雨等）時に道路利用者や沿道
住民の安全を確保するため、通行止めを実施する区間が３区間あります。

・事前通行規制区間（２区間）：連続２００ｍｍを超える雨量が観測された場合に土砂崩落等が発生する恐れが
あることから通行止めを実施します。

・特殊規制区間（1区間） ：台風など越波により危険が予想される場合に通行止めを実施します。

整備前

無電柱化の目的である「大規模災害が起きた際の電柱倒壊による道路寸断の防止」、「電線類の地中化によるライフ
ラインの信頼性・安全性の向上」、「安全で快適な通行空間の確保」等を図るため、千葉県内の直轄国道において、
電線類の地中化を引き続き重点的に進めます。

これまでに、約１５１ｋｍの電線共同溝が整備されており、引き続き電線管理者と連携し無電柱化を進め、良好な歩
行空間を確保していきます。

対策事例 国道６号 柏市あけぼの

●電線共同溝

【共同溝】

電話、電気、ガス、上・下水道等を地下に収容することで、道路の掘り返しを抑制し、円滑な道路交通・災害時の
ライフラインの確保を図ることを目的とするものです。千葉国道事務所では、管内約２３.６ｋｍの維持管理を行っ
ております。

国土交通省では、首都直下地震発生時に、関係機関等と連携しつつ、緊急車両の通行ルートを確保するため、がれ
きの撤去や放置車両の移動などの道路啓開を行います。

啓開作業を確実に実施するため、首都直下地震道路啓開計画（八方向作戦）の行動計画等の作成や訓練を行ってい
ます。千葉国道事務所は都心に向け、国道３５７号等の道路啓開を担当します。

【首都直下地震に備えた八方向作戦】 【訓練実施状況】

道路啓開前

【道路啓開イメージ】

電柱の倒壊や、放置車両による閉塞等
により通行できない区間が発生 車両排除装置による車両移動

がれきの撤去や放置車両の移動を行い
緊急車両の通行ルートを確保

倒壊電柱処理

道路啓開後

【八方向作戦とは】
首都直下地震発生の際に、八方向（八方位）より優先啓開ルートを設定し、
道路啓開を行います。

※船橋防災センターで実施

整備後

CCTVカメラ

連続雨量200mmで規制
（通行止め）を実施します

有料道路

直轄国道

凡 例

国道（管理区間外）

その他主要な道路

整備前 整備後

富浦IC

ハイウェイオアシス富楽里

鋸南富山IC

鋸南保田IC

富津金谷IC

富津竹岡IC

富津中央IC

南房総市

館山市

鋸南町

富津市

E14

事前通行

規制区間

延長2.7km

事前通行

規制区間

延長1.5km

特殊

規制区間

延長8.0km

連続雨量200mmで規制
（通行止め）を実施します

台風時など、越波により
危険が予想される時
規制（通行止め）を実施
する場合があります

防災対策

法面対策 無電柱化（電線類の地中化）

事前通行規制区間

首都直下地震道路啓開計画「八方向作戦」
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国道が急峻な海岸線沿いに立地しているなど、災害の恐れがある大規模法面等については、定期的に防災点検を
行うとともに、順次必要な対策を行うことで、道路の安全性・信頼性を確保します。

対策事例 国道１２７号 富津市萩生

●法面対策（法枠工＋アンカー工）

CCTVカメラ設置状況

事前通行規制訓練

東京湾に沿って急峻な崖地や丘陵地を通過する国道１２７号では、異常気象（台風、大雨等）時に道路利用者や沿道
住民の安全を確保するため、通行止めを実施する区間が３区間あります。

・事前通行規制区間（２区間）：連続２００ｍｍを超える雨量が観測された場合に土砂崩落等が発生する恐れが
あることから通行止めを実施します。

・特殊規制区間（1区間） ：台風など越波により危険が予想される場合に通行止めを実施します。

整備前

無電柱化の目的である「大規模災害が起きた際の電柱倒壊による道路寸断の防止」、「電線類の地中化によるライフ
ラインの信頼性・安全性の向上」、「安全で快適な通行空間の確保」等を図るため、千葉県内の直轄国道において、
電線類の地中化を引き続き重点的に進めます。

これまでに、約１５１ｋｍの電線共同溝が整備されており、引き続き電線管理者と連携し無電柱化を進め、良好な歩
行空間を確保していきます。

対策事例 国道６号 柏市あけぼの

●電線共同溝

【共同溝】

電話、電気、ガス、上・下水道等を地下に収容することで、道路の掘り返しを抑制し、円滑な道路交通・災害時の
ライフラインの確保を図ることを目的とするものです。千葉国道事務所では、管内約２３.６ｋｍの維持管理を行っ
ております。

国土交通省では、首都直下地震発生時に、関係機関等と連携しつつ、緊急車両の通行ルートを確保するため、がれ
きの撤去や放置車両の移動などの道路啓開を行います。

啓開作業を確実に実施するため、首都直下地震道路啓開計画（八方向作戦）の行動計画等の作成や訓練を行ってい
ます。千葉国道事務所は都心に向け、国道３５７号等の道路啓開を担当します。

【首都直下地震に備えた八方向作戦】 【訓練実施状況】

道路啓開前

【道路啓開イメージ】

電柱の倒壊や、放置車両による閉塞等
により通行できない区間が発生 車両排除装置による車両移動

がれきの撤去や放置車両の移動を行い
緊急車両の通行ルートを確保

倒壊電柱処理

道路啓開後

【八方向作戦とは】
首都直下地震発生の際に、八方向（八方位）より優先啓開ルートを設定し、
道路啓開を行います。

※船橋防災センターで実施

整備後

CCTVカメラ

連続雨量200mmで規制
（通行止め）を実施します

有料道路

直轄国道

凡 例

国道（管理区間外）

その他主要な道路

整備前 整備後

富浦IC

ハイウェイオアシス富楽里

鋸南富山IC

鋸南保田IC

富津金谷IC

富津竹岡IC

富津中央IC

南房総市

館山市

鋸南町

富津市

E14

事前通行

規制区間

延長2.7km

事前通行

規制区間

延長1.5km

特殊

規制区間

延長8.0km

連続雨量200mmで規制
（通行止め）を実施します

台風時など、越波により
危険が予想される時
規制（通行止め）を実施
する場合があります

防災対策

法面対策 無電柱化（電線類の地中化）

事前通行規制区間

首都直下地震道路啓開計画「八方向作戦」
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千葉県では、令和２年から５年間（令和
６年）で約6万6千件の交通事故が発生し、
年間約130人の尊い命が失われています。

これは１日で約４０件の交通事故が発生
している状況です。

これらを踏まえ、事故の発生割合の高い
箇所において、交通事故対策を重点的に
実施することにより、安全で安心して利
用できる道路への改善を図ります。

また、交通安全対策として、交差点改良、
防護柵の設置等を行うほか、地方自治体
や専門家等と共に、生活道路の交通安全
対策の取組を支援しています。

◆車両総重量が「基準×２」以上の車両。なお、特車通行許可車両は、「基準×２＋（許可総重量－基準）」
○無許可のセミトレーラ連結車（バン型）でのレッドカード例

特殊車両に該当する車両とは

対策事例
●ゾーン３０プラスの推進

●交差点改良 国道6号 松戸市松戸隧道交差点 ●自転車通行空間 国道127号 南房総市～富津市 ●歩行者の安全対策 国道14号 千葉市登戸交差点

生活道路の交通安全対策として「ゾーン３０プラス」の取組を推進するとともに、管内の市町村に対
し技術的支援を行っています。

【ゾーン３０プラスの整備例】船橋市古作地区 【道路安全診断による技術的支援】現地診断

交通事故防止のため、右折レーンを設置し、交通環
境の改善を行いました。

第２次ナショナルサイクルルートに指定された太平洋
岸自転車道（銚子～和歌山）の案内看板、路面標示
を設置しました。

通学路の安全対策として交差点部に防護柵を設置し
ました。

【通常時】
千葉市役所前上部空間

イベント時の様子（乗車体験）

【イベント時】
人工芝でゆったりくつろげる広場

イベント時の様子（道路にお絵かき）

道路の占用に関する申請 歩道切り下げに関する申請

特殊車両の通行に関する申請道路はみんなの財産です。
一定の大きさや重さを超える車（特殊車両）を通行させるときは、道路構造の
保全と交通の危険防止の理由から通行許可が必要です。 一定の大きさを超えるクルマは通行許可が必要です。

申請窓口：交通対策課特殊車両係 043-285-0340
オンライン申請 https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/大型車両通行の適正化

道路ストックの保全対策については、メンテナンスサイクルの着実な実施とともに、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車
両の対策が必要です。国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響については、軸重２０トンの車１台が１０トン車約４、０００
台相当にもなり、全走行車両のわずか０．３％の重量を違法に超過した大型車両が、道路橋の劣化の約９割以上を引き起こす原因となっています。

そのため、これまで違反により重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、今後
は、特に基準の２倍以上の重量超過をした悪質違反者に対しては、現地取締りで違反を確認した場合に、その事実をもって告発（レッドカード）を
行うなど、違反者に対する更なる取締り等を強化することとしています。

基準 × ２ ＝ ５４ｔ

基準 ＝ 一般的制限値２７ｔ（セミトレーラ連結車（バン型）の例）

※ 車両制限令第３条第２項に定める｢特例５車種｣以外の車両に係る一般的制限値（基準）は、最大２５ｔ

※なお、車両総重量が基準の２倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われ
ることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合にあっては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の
危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 右記の条件をどれか1つでも超える車両は、
「特殊車両」に該当します。（道路法第47条1項、車両制限令第3条）

レッドカード条件：「総重量54t以上」

特殊車両取締基地での取締り
管内基地での取り締まりでは重量・寸法・高さの計測、及び許可書の確認等を実施し、違反車両に対しては、「指導警告書」を発出し、是正を求めて
います。

【重量計測及び許可書の確認状況】 【高さ計測状況】 【長さ計測状況】

車両の諸元 一般的制限値（最高限度）の主なもの

幅 ２.５m 積載状態

長 さ １２m 走行（連結・積載）状態

高 さ ３.８m
積載状態
（一部道路では４．１ｍ）

総重量
（車両＋乗員＋荷物）

２０ｔ 積載状態
（一部道路では車両の構造に応じて最大２５ｔ）

軸 重 １０ｔ 積載状態

最小回転半径 １２.０m

整備前

整備後

（地上部４車線）

（地上２車線＋地下４車線）

２７ｔ ２７ｔ

告発対象者の条件

交通安全事業・道路空間の利活用 各種申請手続き

交通事故・安全対策 申請・届出

千葉市役所前上部空間

国道の渋滞解消などを目的とした、千葉市役所前の車道の地下化の結
果創出された広い空間を活用し、まちづくり、にぎわい創出等の活性
化を図るため、千葉市・千葉銀行と包括連携協定を締結しました。

また、利用者ニーズの把握等を目的として、３者で連携した社会実験
イベント『STAY STREET』をこれまで１０回開催しています。

整備前の渋滞の様子

道路の占用とは
道路上に看板や日除けなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を
使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・
電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突
き出して設置することも含まれます。

承認工事制度とは
道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行
う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うと
きは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」とい
います。
国土交通省が直接管理している指定区間内の国道沿道に施設を立地する

場合、施設設置者は道路との出入口の
設置について、道路管理者との協議を
実施する必要があります。
また、この承認にあたっては、道路の
構造を保全し、交通の危険を防止し、
その他円滑な交通を確保するために必
要な条件を付けることがあります。
協議については、国道事務所の出先機
関である最寄りの出張所にて受付して
います。

このように、国民の共有の財産で
ある道路を継続して使用し、道路
を占用する場合には、道路を管理
している「道路管理者」の許可を
受けなければなりません。国土交
通省が直接管理している指定区間
内の国道については、
国道事務所の出先機関である最寄
りの出張所に占用許可申請をする
こととなります。
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特殊車両通行確認制度
令和４年４月より、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となる「特殊車両通行確認制
度」の運用を開始しました。
「特殊車両通行確認制度」においては、即時に通行できることのほか、システムに出発地・目的地を入力すれば一度に複数の通行可能経路が表示され
るなど、従来の「特殊車両通行許可制度」と比較して使い勝手が良い（早い、簡単、便利）手続きとなっております。



千葉県では、令和２年から５年間（令和
６年）で約6万6千件の交通事故が発生し、
年間約130人の尊い命が失われています。

これは１日で約４０件の交通事故が発生
している状況です。

これらを踏まえ、事故の発生割合の高い
箇所において、交通事故対策を重点的に
実施することにより、安全で安心して利
用できる道路への改善を図ります。

また、交通安全対策として、交差点改良、
防護柵の設置等を行うほか、地方自治体
や専門家等と共に、生活道路の交通安全
対策の取組を支援しています。

◆車両総重量が「基準×２」以上の車両。なお、特車通行許可車両は、「基準×２＋（許可総重量－基準）」
○無許可のセミトレーラ連結車（バン型）でのレッドカード例

特殊車両に該当する車両とは

対策事例
●ゾーン３０プラスの推進

●交差点改良 国道6号 松戸市松戸隧道交差点 ●自転車通行空間 国道127号 南房総市～富津市 ●歩行者の安全対策 国道14号 千葉市登戸交差点

生活道路の交通安全対策として「ゾーン３０プラス」の取組を推進するとともに、管内の市町村に対
し技術的支援を行っています。

【ゾーン３０プラスの整備例】船橋市古作地区 【道路安全診断による技術的支援】現地診断

交通事故防止のため、右折レーンを設置し、交通環
境の改善を行いました。

第２次ナショナルサイクルルートに指定された太平洋
岸自転車道（銚子～和歌山）の案内看板、路面標示
を設置しました。

通学路の安全対策として交差点部に防護柵を設置し
ました。

【通常時】
千葉市役所前上部空間

イベント時の様子（乗車体験）

【イベント時】
人工芝でゆったりくつろげる広場

イベント時の様子（道路にお絵かき）

道路の占用に関する申請 歩道切り下げに関する申請

特殊車両の通行に関する申請道路はみんなの財産です。
一定の大きさや重さを超える車（特殊車両）を通行させるときは、道路構造の
保全と交通の危険防止の理由から通行許可が必要です。 一定の大きさを超えるクルマは通行許可が必要です。

申請窓口：交通対策課特殊車両係 043-285-0340
オンライン申請 https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/大型車両通行の適正化

道路ストックの保全対策については、メンテナンスサイクルの着実な実施とともに、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車
両の対策が必要です。国等が実施した実験結果によると、道路橋の劣化に与える影響については、軸重２０トンの車１台が１０トン車約４、０００
台相当にもなり、全走行車両のわずか０．３％の重量を違法に超過した大型車両が、道路橋の劣化の約９割以上を引き起こす原因となっています。

そのため、これまで違反により重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象に告発をしてきましたが、今後
は、特に基準の２倍以上の重量超過をした悪質違反者に対しては、現地取締りで違反を確認した場合に、その事実をもって告発（レッドカード）を
行うなど、違反者に対する更なる取締り等を強化することとしています。

基準 × ２ ＝ ５４ｔ

基準 ＝ 一般的制限値２７ｔ（セミトレーラ連結車（バン型）の例）

※ 車両制限令第３条第２項に定める｢特例５車種｣以外の車両に係る一般的制限値（基準）は、最大２５ｔ

※なお、車両総重量が基準の２倍に達しない場合にあっても、車両総重量違反が現認された場合には、積載物の軽減措置、通行の中止等を命ずるとともに、是正指導等が行われ
ることがあります。また、常習的に違反が行われていることが確認された場合にあっては、現行通達に基づいて告発の対象になることがあります。

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の
危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 右記の条件をどれか1つでも超える車両は、
「特殊車両」に該当します。（道路法第47条1項、車両制限令第3条）

レッドカード条件：「総重量54t以上」

特殊車両取締基地での取締り
管内基地での取り締まりでは重量・寸法・高さの計測、及び許可書の確認等を実施し、違反車両に対しては、「指導警告書」を発出し、是正を求めて
います。

【重量計測及び許可書の確認状況】 【高さ計測状況】 【長さ計測状況】

車両の諸元 一般的制限値（最高限度）の主なもの

幅 ２.５m 積載状態

長 さ １２m 走行（連結・積載）状態

高 さ ３.８m
積載状態
（一部道路では４．１ｍ）

総重量
（車両＋乗員＋荷物）

２０ｔ 積載状態
（一部道路では車両の構造に応じて最大２５ｔ）

軸 重 １０ｔ 積載状態

最小回転半径 １２.０m

整備前

整備後

（地上部４車線）

（地上２車線＋地下４車線）

２７ｔ ２７ｔ

告発対象者の条件

交通安全事業・道路空間の利活用 各種申請手続き

交通事故・安全対策 申請・届出

千葉市役所前上部空間

国道の渋滞解消などを目的とした、千葉市役所前の車道の地下化の結
果創出された広い空間を活用し、まちづくり、にぎわい創出等の活性
化を図るため、千葉市・千葉銀行と包括連携協定を締結しました。

また、利用者ニーズの把握等を目的として、３者で連携した社会実験
イベント『STAY STREET』をこれまで１０回開催しています。

整備前の渋滞の様子

道路の占用とは
道路上に看板や日除けなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を
使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」は、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・
電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突
き出して設置することも含まれます。

承認工事制度とは
道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行
う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うと
きは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」とい
います。
国土交通省が直接管理している指定区間内の国道沿道に施設を立地する

場合、施設設置者は道路との出入口の
設置について、道路管理者との協議を
実施する必要があります。
また、この承認にあたっては、道路の
構造を保全し、交通の危険を防止し、
その他円滑な交通を確保するために必
要な条件を付けることがあります。
協議については、国道事務所の出先機
関である最寄りの出張所にて受付して
います。

このように、国民の共有の財産で
ある道路を継続して使用し、道路
を占用する場合には、道路を管理
している「道路管理者」の許可を
受けなければなりません。国土交
通省が直接管理している指定区間
内の国道については、
国道事務所の出先機関である最寄
りの出張所に占用許可申請をする
こととなります。
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特殊車両通行確認制度
令和４年４月より、予め登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象にオンラインで即時に通行が可能となる「特殊車両通行確認制
度」の運用を開始しました。
「特殊車両通行確認制度」においては、即時に通行できることのほか、システムに出発地・目的地を入力すれば一度に複数の通行可能経路が表示され
るなど、従来の「特殊車両通行許可制度」と比較して使い勝手が良い（早い、簡単、便利）手続きとなっております。
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構想段階の検討に着手することをお知らせします。
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複数のルート帯案を提示します。

とりまとめ（案）をお知らせします。

構想段階に着手

みなさまのご意見を踏まえ
「概略計画」をとりまとめます。

千葉北西連絡道路のより詳細な計画案を作成し、都市計画・環境影響評価の手続きを進めます。

課題・効果の把握
・解決すべき課題・目標の共有化
・道路計画の必要性を明確にし共有化

対象地域周辺の現状課題の分析や市民意見を踏まえ、千葉県
北西地域における道路の必要性・整備効果を把握します。

計画の目的（課題と必要性・効果等）を提示します。

対象地域周辺で感じている交通課題や道路整備への要望等
の意見を把握します。

情報の提供

情報の提供

意見の把握

みなさまから頂いた意見をとりまとめて提示します。

情報の提供

複数案の提示
・評価項目を設定し共有化
・複数案を設定し共有化

事業化にあたり、複数のルート帯案を検討・提示するこ
とで、より効果的な概略計画を検討します。

情報の提供

意見の把握

情報の提供

評価項目と複数案の設定の考え方を提示します。

複数のルート帯案に対する意見を把握します。

情報の提供

みなさまから頂いた意見をとりまとめて提示します。

情報の提供

千葉県湾岸地域では総交通需要に対して容量が不足し、船橋市、千葉市を中心に慢性的な交通渋滞が発生。

また、千葉港の機能強化や物流施設の立地などにより交通需要の更なる増大が見込まれる。

令和６年度より概略ルート・構造の検討に着手し、令和７年度に概略ルート・構造に関する意見聴取を実施。

千葉県北西地域は国道16号へ交通が集中し慢性的な交通渋滞が発生、今後も交通需要の増加が見込まれる。

新たな環状方向の道路網の形成で、業務核都市や他の地域との連絡性を強化し、安定した人・モノの流れを確保。

令和５年度から概略ルート・構造の検討に着手、令和６年２月に「第１回千葉北西連絡道路地元検討会」を開催。

新湾岸道路 千葉北西連絡道路

新湾岸道路について 千葉県北西地域について
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出典：国土地理院地図、関東ブロック新広域道路交通計画（R3.7）より加工
※概ねのルートを図示しているものではない
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柳沢交差点

出展：千葉北西連絡道路地元検討会資料(R6.2.19)より加工

業務核都市
都区部以外の地域で相当程度広範
囲の地域の中核となるべき都市で､
多極分散型国土形成促進法におい
て1988年に制度化された。

供用中３
環
状

高
規
格
道
路 事業中

供用中そ
の
他

高
規
格
道
路 事業中

調査中

構想路線

■計画の概要 ■検討区間の概要

千葉北西連絡道路 基本方針（抜粋）

○起終点は、つくば野田線以北から、国道464号
付近までとし、常磐自動車道及び国道6号への
アクセス性を考慮

※R4.11 千葉北西連絡道路検討会策定

『千葉北西連絡道路』に関する情報をお知らせする専用のポータルサイトを開設しています。計画の進捗（これまでの

検討資料含む）や検討会の実施状況、今後の計画検討の進め方等がご確認いただけます。

ホームページ

■ 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

千葉北西連絡道路ポータルサイト
https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/chiba_index075.html

ご確認いただける内容

・計画の進捗 ・検討会の実施状況

・今後の計画検討の進め方 等

『新湾岸道路』に関する情報をお知らせする専用のポータルサイトを開設しています。新湾岸道路の概要や有識者委員

会の会議資料、今後のコミュニケーション活動の詳細等がご確認いただけます。

ホームページ

■ 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

新湾岸道路ポータルサイト
https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/chiba_index080.html

ご確認いただける内容
・計画の進捗 ・有識者委員会の実施状況
・今後のコミュニケーション活動の詳細 等

■道路計画検討の進め方
■オープンハウスを実施

期間R7.4.23～R7.6.29

柏市役所（R7.4.23）

■整備イメージ

整備前 整備後

渋滞を回避 国道16号から
交 通 が 転 換

千葉北西
連絡道路

抜け道利用
生活道路への流入が少
なくなり安全性が向上生活道路

国道16号

生活道路

国道16号

渋滞

■計画の位置付け ■検討区間の概要
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出典：千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画（R3.6 千葉県）
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※第二東京湾岸道路を軸とした新たな規格の高い道路ネットワークについて、
外環高谷JCT周辺から蘇我IC周辺ならびに市原IC周辺までの湾岸部において
検討中

構想路線及び調査中については、概ねのルートを図示しているものではない

第二東京湾岸道路
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※第二東京湾岸道路を軸とした新たな規格の高い道路ネットワークについて、
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■概略ルート・構造（案）

我孫子市役所（R7.5.16）

出典）「国土数値情報（行政区域・鉄道・河川）」（国土交通省）を加工して作成。
車線数は全国道路・街路交通情勢調査(R3)を基に分類した。

※ 調査中路線は、概ねのルートを図示しているものではありません。
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国土交通省道路局,国土交通省HPを元に作成
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概要
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新たな環状方向の道路網の形成で、業務核都市や他の地域との連絡性を強化し、安定した人・モノの流れを確保。

令和５年度から概略ルート・構造の検討に着手、令和６年２月に「第１回千葉北西連絡道路地元検討会」を開催。
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■計画の概要 ■検討区間の概要

千葉北西連絡道路 基本方針（抜粋）

○起終点は、つくば野田線以北から、国道464号
付近までとし、常磐自動車道及び国道6号への
アクセス性を考慮

※R4.11 千葉北西連絡道路検討会策定

『千葉北西連絡道路』に関する情報をお知らせする専用のポータルサイトを開設しています。計画の進捗（これまでの

検討資料含む）や検討会の実施状況、今後の計画検討の進め方等がご確認いただけます。

ホームページ

■ 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所

千葉北西連絡道路ポータルサイト
https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/chiba_index075.html

ご確認いただける内容

・計画の進捗 ・検討会の実施状況

・今後の計画検討の進め方 等
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会の会議資料、今後のコミュニケーション活動の詳細等がご確認いただけます。
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出典：千葉県広域道路交通ビジョン 千葉県広域道路交通計画（R3.6 千葉県）
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N N

■概略ルート・構造（案）

我孫子市役所（R7.5.16）

出典）「国土数値情報（行政区域・鉄道・河川）」（国土交通省）を加工して作成。
車線数は全国道路・街路交通情勢調査(R3)を基に分類した。

※ 調査中路線は、概ねのルートを図示しているものではありません。

外環高谷JCT周辺

起点

市原IC周辺

終点

蘇我IC周辺

終点

東関東自動車道

千葉東金道路

E14

E51

C3

E51

花見川区

中央区

美浜区
若葉区

稲毛区

緑区

千葉県

習志野市

千葉市

佐倉市

四街道市

浦安市

市川市

船橋市

八千代市

長柄町

市原市

八街市

茂原市

酒々井町
E14

京葉道路

E82

C4

京
外
環
自
動
車
道

凡 例

高速道路・
一般有料道路4車線 2車線 事業中

供用中

一般国道

6車線以上

4車線 2車線 事業中

供用中

6車線以上

調査中路線

東京都

2928

出典）構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン,平成25年7月,
国土交通省道路局,国土交通省HPを元に作成

概略計画とは
概略計画では、新たな道路について、①起終点、

②車線数などの諸元、③概ねのルート（ルート帯）、④

主な連結する道路、⑤主たる構造、⑥その他必要な

事項を定める計画です。概ねのルートは、250ｍ～

1km程度の幅を持つルート帯として図示され、後に

定める都市計画の案の前提となりますが、ルートが

通過する土地の範囲を規定するものではありません。

終点

起点

主な連結道路
ルート帯の幅=250m～１ｋｍ程度

概ねのルート（ルート帯）

出典）国土交通省 国土地理院Web
※凡例の内容等を追記

市川市

船橋市

習志野市
千葉市

市原市

宮野木JCT

千葉東JCT

千葉東IC

松ヶ丘IC

蘇我IC

武石IC

幕張IC

京葉JCT 市川南IC

三番瀬

貝塚IC

大宮IC

市原IC

花輪IC

千葉港

湾岸習志野IC

湾岸千葉IC

湾岸市川IC

谷津船橋IC

穴川IC

幕張の浜 検見川の浜 いなげの浜

船橋IC

原木IC

高谷JCT

千葉港
千葉中央地区

千葉港
葛南中央地区

案1-1 道路新設案(高架構造を主体)
案1-2 道路新設案(地下構造を主体)

IC位置(案) JCT位置(案)
案2 現道拡幅案（一部道路新設）

案1-1 道路新設案(高架構造を主体)
案1-2 道路新設案(地下構造を主体)

1km０

案2 現道拡幅案(一部道路新設)

浦安市

案2 現道拡幅案(一部道路新設)案1 道路新設案

国道357号と国道16号を拡幅し、国道16号
の養老川付近から市原IC周辺までは一般道
路を新設するルート案

沿線市の市街地や自然環境(三番瀬や谷津干潟)を避け、既存の公共用地
を有効活用し、千葉港や京葉臨海工業地帯へのアクセス性を重視した自
動車専用道路を全線新設するルート案

ルート
概要

案1-2 道路新設案(地下構造を主体)案1-1 道路新設案(高架構造を主体)

標準的な
断面

(イメージ)

想定浸水高
1～5m

県道・市道

既設道路の機能確保

※車線数は、４～６車線を想定 ※車線数は、４～６車線を想定

既設道路の機能確保

県道・市道

既設道路の機能確保

県道・市道県道・市道

既設道路の機能確保

現時点で想定している標準的な横断図を示すものであり､
今後､詳細に検討します。

国道357号・国道16号現道拡幅

※車線数は、４～６車線を想定

現道拡幅

※概ね全線に渡り
高架構造を想定

※JCT部･航路部･
航路部と近接
する陸上部の
各区間等は
高架構造を
想定

※新設区間は、概ね全線
に渡り平面構造を想定

工業系地域
商業系地域
住居系地域

高速道路等
一般国道
その他主な道路

鉄道（ＪＲ）
鉄道（私鉄等）
都県境界
市区境界

航路

臨港地区

＜地図 凡例＞

県庁・市役所
自然環境

高潮浸水想定区域
海辺

主要渋滞箇所
※R6千葉県移動性向上プロ
ジェクト委員会資料より記載

津波浸水想定区域

救急救命病院
(第3次救急医療機関)

主な観光施設
※「R5千葉県観光入込調査
報告書」の入込客数10万人
以上の施設を記載

倉庫(物流拠点)

火力発電所
石油化学産業
鉄鋼産業

工業団地



今後の道路計画においては、新たな社会・経済の要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の役
割強化や、ＩＣＴ・自動運転等の技術の進展を見据えた未来志向の計画が必要となります。

そのため、各都県・政令市の計画を踏まえて、国土交通省では地域の将来像を踏まえた広域的な道路交通の今後
の方向性を定める「新広域道路交通ビジョン」と、今後の計画的な道路整備・管理や道路交通マネジメント等の
基本となる「新広域道路交通計画」を令和３年７月に策定しました。千葉県北西部や湾岸地域における高規格道
路について計画の具体化に向けた検討を進めます。

日本、そして世界の成長を支える関東へ
首都圏道路ネットワークとここから全国に広がる環状・放射道路網

～３環状９放射は新たなステージへ～

路線名

銚子連絡道路 茂原･一宮･大原道路

館山･鴨川道路 千葉東金道路

東京湾横断道路 東京湾横断道路連絡道

千葉中環状道路 鴨川･大原道路

北千葉道路 第二東京湾岸道路※

千葉環状道路 東京湾岸道路(千葉地区専用部)

千葉外環状道路 千葉北西連絡道路

高速湾岸線 京葉道路

千葉国道事務所は、千葉国道工事事務所として昭和３８年４月１日に設置され、現在
の国道１６号および国道５１号の改築事業でスタートしました。

その後、昭和４０年に国道６号および国道１４号、同４１年に国道１２６号、同４２
年に国道１２７号を管理下におくとともに、同４５年には千葉バイパス、成田拡幅が
事業化、同４６年には国道１４号バイパスとして国道３５７号の工事が始められ事業
量は年々増大しました。以後、設立２０年、３０年と事業は漸次増加し、平成３年に
は国道４０９号（アクアライン連絡道）、平成１３年には国道４６８号（圏央道）の
工事にも着手しました。

現在は、千葉県内の直轄国道7路線の整備及び管理、

国道４６４号（北千葉道路）及び国道４６８号（圏央道）

の整備を行っています。

各路線の計画、調査・設計、用地取得、工事、管理、

交通安全対策、災害対応などの業務を下記の組織で担当

しています。

国民の皆さまへの説明責任を果たしつつ、効率的な業務

執行により、安全で快適な道づくりに努めて参ります。

千葉国道事務所 出張所別管理路線 出張所別管理路線ごとの管理区間延長（m）

路 線
千葉

出張所
酒々井
出張所

木更津
出張所

柏維持修繕
出張所

船橋
出張所

合計

国道６号
東京都葛飾区〜

我孫子市
22,801 22,801

国道１４号
千葉市花見川区〜

同市中央区
8,859 8,859

国道１６号
埼玉県春日部市〜

富津市
35,348 18,390 33,652 20,580 107,970

国道５１号
千葉市中央区〜  
茨城県稲敷市

（1,729）
7,500

45,060
（1,729）
52,560

国道１２７号
館山市〜木更津市

54,785 54,785

国道３５７号
千葉市中央区〜 
東京都江戸川区

7,407 21,545 28,952

国道４０９号
木更津市〜
袖ケ浦市

3,900 3,900

合計
（1,729）
50,255

45,060 77,075 56,453 50,984
（1,729）
279,827

※上段（ ）は重複のバイパス区間で外書き

注）高規格道路について、高規格幹線道路は記載していない
※ 第二東京湾岸道路を軸とした新たな規格の高い道路ネットワークについて、

外環高谷JCT周辺から蘇我IC 周辺ならびに市原IC 周辺までの湾岸部において検討中

路線名

国道６号 国道１４号

国道１６号 国道５１号

国道１２７号 国道２９７号

国道２９８号 国道３５６号

国道３５７号 国道４０９号

東金九十九里有料道路軸
（東金九十九里有料道路・国道１２６号）

国道４１０号軸
（国道４１０号･国道４６５号･県道千葉鴨川線）

主要地方道飯岡一宮線

② 一般広域道路

路線名

千葉茨城道路 三浦房総連絡道路

第二東京湾岸道路 千葉北西連絡道路延伸

③ 構想路線

切迫する自然災害に対する確固たる安全・安心を土台に、人や地域間の連携を促進し面的な対流を創出
関東ブロックの広域道路ネットワーク整備のポイント

首都圏内のブロック都市間の連絡性の強化や、空港・港湾等の拠点へのアクセス向上を図るほか、
基幹となる環状・放射状のネットワーク形成を図るとともに、災害時のリダンダンシー確保にむけた
ネットワーク整備を進める。また、各圏域との物流軸の形成、日本海・太平洋の二面活用、一極集中
のリスク軽減の実現にむけたネットワーク形成を図る。

＜ビジョンに基づき設定した基本戦略＞
①中枢中核都市等を核としたブロック都市圏の形成

・人口減少社会への対応や自動運転技術の進展等を踏まえ、中枢中核都市や連携中枢都市圏、
定住自立圏等の経済・生活圏を相互に連絡し、これらの交流・連携を促進する。

②東京圏等の競争力や魅力の向上
・東京圏やブロック都市圏内の拠点間連絡、環状連絡を強化し、都市圏の競争力や魅力の向上

を図る。
③空港・港湾等へのアクセス強化

・グローバルな対流※を促進するため、空港・港湾等へのアクセスを強化する。
④道路の老朽化への対応

・形成したネットワークを次世代に継承するため、予防保全による道路の老朽化対策を進める。
⑤災害に備えたリダンダンシー確保・国土強靱化

・巨大災害や頻発・激震化する自然災害に備えたリダンダンシーの確保や国土強靭化を推進する。

※対流：国土形成計画（全国計画）で採用された概念。多様な個性を持つ様々な地域が相互に連携して
生じる地域間のヒト、モノ、カネ、情報の双方向の活発な動きのこと。
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未来志向の道路ネットワーク 事務所概要

新広域道路交通ビジョン・計画 千葉国道事務所の概要

千葉出張所

酒々井出張所
木更津出張所

柏維持修繕出張所

船橋出張所

① 高規格道路

図 広域道路ネットワークのイメージ

3130

受付窓口など
庶務全般に関する事務

総 務 課 043-287-0311

予算管理、契約・歳入、
国有財産に関する事務など

経 理 課 043-287-0313

事業用地の取得に係る
補償・契約に関する事務など

用地第一課 043-287-0312

事業用地の取得に係る
補償・契約に関する事務など

用地第二課 043-285-0320

改築事業箇所に関する
設計・積算・工事など

工 務 課 043-285-0316

道路の計画および調査、設計、渋滞対策、
広報など

計 画 課 043-287-0314

工事の技術提案の審査・評価、工事検査、
品質確保施策の調査・整理など

品質確保課 043-285-0319

道路の管理および占用許可に関する
事務など

管理第一課 043-285-0321

道路の維持・修繕及び
建設機械類の運営、保管、整備など

管理第二課 043-287-0315

交差点、歩道の改良、交通情報等の提供、
交通安全施設整備、特殊車両通行許可、
共同溝、電線共同溝の計画・設計など

交通対策課 043-285-0339

電気通信施設、防災情報システム、
災害関係情報の収集・整備・提供など

防災情報課 043-285-0343
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千葉環状道路 東京湾岸道路(千葉地区専用部)

千葉外環状道路 千葉北西連絡道路

高速湾岸線 京葉道路

千葉国道事務所は、千葉国道工事事務所として昭和３８年４月１日に設置され、現在
の国道１６号および国道５１号の改築事業でスタートしました。
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年に国道１２７号を管理下におくとともに、同４５年には千葉バイパス、成田拡幅が
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量は年々増大しました。以後、設立２０年、３０年と事業は漸次増加し、平成３年に
は国道４０９号（アクアライン連絡道）、平成１３年には国道４６８号（圏央道）の
工事にも着手しました。

現在は、千葉県内の直轄国道7路線の整備及び管理、

国道４６４号（北千葉道路）及び国道４６８号（圏央道）

の整備を行っています。

各路線の計画、調査・設計、用地取得、工事、管理、

交通安全対策、災害対応などの業務を下記の組織で担当

しています。

国民の皆さまへの説明責任を果たしつつ、効率的な業務

執行により、安全で快適な道づくりに努めて参ります。

千葉国道事務所 出張所別管理路線 出張所別管理路線ごとの管理区間延長（m）

路 線
千葉

出張所
酒々井
出張所

木更津
出張所

柏維持修繕
出張所

船橋
出張所

合計

国道６号
東京都葛飾区〜

我孫子市
22,801 22,801

国道１４号
千葉市花見川区〜

同市中央区
8,859 8,859

国道１６号
埼玉県春日部市〜

富津市
35,348 18,390 33,652 20,580 107,970

国道５１号
千葉市中央区〜  
茨城県稲敷市

（1,729）
7,500

45,060
（1,729）
52,560

国道１２７号
館山市〜木更津市

54,785 54,785

国道３５７号
千葉市中央区〜 
東京都江戸川区

7,407 21,545 28,952

国道４０９号
木更津市〜
袖ケ浦市

3,900 3,900

合計
（1,729）
50,255

45,060 77,075 56,453 50,984
（1,729）
279,827

※上段（ ）は重複のバイパス区間で外書き

注）高規格道路について、高規格幹線道路は記載していない
※ 第二東京湾岸道路を軸とした新たな規格の高い道路ネットワークについて、

外環高谷JCT周辺から蘇我IC 周辺ならびに市原IC 周辺までの湾岸部において検討中

路線名

国道６号 国道１４号

国道１６号 国道５１号

国道１２７号 国道２９７号

国道２９８号 国道３５６号

国道３５７号 国道４０９号

東金九十九里有料道路軸
（東金九十九里有料道路・国道１２６号）

国道４１０号軸
（国道４１０号･国道４６５号･県道千葉鴨川線）

主要地方道飯岡一宮線

② 一般広域道路

路線名

千葉茨城道路 三浦房総連絡道路

第二東京湾岸道路 千葉北西連絡道路延伸

③ 構想路線

切迫する自然災害に対する確固たる安全・安心を土台に、人や地域間の連携を促進し面的な対流を創出
関東ブロックの広域道路ネットワーク整備のポイント

首都圏内のブロック都市間の連絡性の強化や、空港・港湾等の拠点へのアクセス向上を図るほか、
基幹となる環状・放射状のネットワーク形成を図るとともに、災害時のリダンダンシー確保にむけた
ネットワーク整備を進める。また、各圏域との物流軸の形成、日本海・太平洋の二面活用、一極集中
のリスク軽減の実現にむけたネットワーク形成を図る。

＜ビジョンに基づき設定した基本戦略＞
①中枢中核都市等を核としたブロック都市圏の形成

・人口減少社会への対応や自動運転技術の進展等を踏まえ、中枢中核都市や連携中枢都市圏、
定住自立圏等の経済・生活圏を相互に連絡し、これらの交流・連携を促進する。

②東京圏等の競争力や魅力の向上
・東京圏やブロック都市圏内の拠点間連絡、環状連絡を強化し、都市圏の競争力や魅力の向上

を図る。
③空港・港湾等へのアクセス強化

・グローバルな対流※を促進するため、空港・港湾等へのアクセスを強化する。
④道路の老朽化への対応

・形成したネットワークを次世代に継承するため、予防保全による道路の老朽化対策を進める。
⑤災害に備えたリダンダンシー確保・国土強靱化

・巨大災害や頻発・激震化する自然災害に備えたリダンダンシーの確保や国土強靭化を推進する。

※対流：国土形成計画（全国計画）で採用された概念。多様な個性を持つ様々な地域が相互に連携して
生じる地域間のヒト、モノ、カネ、情報の双方向の活発な動きのこと。
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未来志向の道路ネットワーク 事務所概要

新広域道路交通ビジョン・計画 千葉国道事務所の概要

千葉出張所

酒々井出張所
木更津出張所

柏維持修繕出張所

船橋出張所

① 高規格道路

図 広域道路ネットワークのイメージ
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受付窓口など
庶務全般に関する事務

総 務 課 043-287-0311

予算管理、契約・歳入、
国有財産に関する事務など

経 理 課 043-287-0313

事業用地の取得に係る
補償・契約に関する事務など

用地第一課 043-287-0312

事業用地の取得に係る
補償・契約に関する事務など

用地第二課 043-285-0320

改築事業箇所に関する
設計・積算・工事など

工 務 課 043-285-0316

道路の計画および調査、設計、渋滞対策、
広報など

計 画 課 043-287-0314

工事の技術提案の審査・評価、工事検査、
品質確保施策の調査・整理など

品質確保課 043-285-0319

道路の管理および占用許可に関する
事務など

管理第一課 043-285-0321

道路の維持・修繕及び
建設機械類の運営、保管、整備など

管理第二課 043-287-0315

交差点、歩道の改良、交通情報等の提供、
交通安全施設整備、特殊車両通行許可、
共同溝、電線共同溝の計画・設計など

交通対策課 043-285-0339

電気通信施設、防災情報システム、
災害関係情報の収集・整備・提供など

防災情報課 043-285-0343
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